
 資料１  
 
 

令和４年第３回定例会 土木企業立地推進委員会資料 

【土木部報告事項】 
 
 
 
１ 令和４年度９月補正予算（土木部）の概要 
 【歳入歳出補正予算】 

・県全体・・・・・ 約１１８億 ９００万円 
・土木部関係・・・ 約 ６３億６,２００万円（県全体の５３．９％） 
 （主な事業） 
  国補公共事業（地方道路整備事業、津波・高潮対策事業 等） 

 
 

２ 令和５年度国土交通省関係予算概算要求の概要  

 ○全体方針：「国民の安全・安心の確保」 

        「社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大」 

        「豊かで活力ある地方創りと分散型国づくり」 

 ○一般会計             約６兆９，２８０億円（対前年度１．１８倍）  
   公共事業関係費         約６兆２，４４３億円（対前年度１．１９倍）  
    うち 社会資本整備総合交付金 約  ６，９００億円（対前年度１．１９倍）  
       防災・安全交付金     約  ９，６７７億円（対前年度１．１９倍）  
 
 
３ 土木部事業の主な動き 

（１） 幹線道路網の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添１  

    県道守谷藤代線バイパス 
取手市下高井 ８月８日供用開始 

（２） 道の駅「常総」の登録について・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添２  

（３） 建設フェスタ２０２２の開催について  ・・・・・・・・・・・・・・別添３  
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 別添１  

県道守谷藤代線 

（取手市上高井～下高井） 

 
〇県道守谷藤代線は、守谷市と取手市の市街地を東西に結ぶ幹線道路であり、このう

ち、取手市上高井から下高井の区間につきましては、狭隘で歩道もなく、円滑な交

通に支障をきたしていることから、１，０７０ｍ区間のバイパス整備を進めてまい

りました。 

 

〇これまでに、事業区間西側の６３０ｍが供用しており、このたび、８月８日に残る

４４０ｍが開通し、全線供用いたしました。 

 

〇このことにより、周辺市街地間の安全で円滑な交通が確保され、地域の活性化に寄

与するものと期待されます。 

 

 

〇供用区間概要 

延   長：４４０ｍ 

幅   員：１８．０ｍ（２車線・両側歩道） 

供 用 開 始：令和４年８月８日 

 
 

R4.8.8 供用開始 

L=440ｍ 

守谷市 

つくばみらい市 

取手市 

バイパス供用後 

供用済 

L=630ｍ 

守谷藤代線 

L=1,070m W=18.0（2 車線） 
取
手
市
上
高
井 

取
手
市
下
高
井 
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道の駅「常総」の登録について 

 

道の駅「常総」は、常総市アグリサイエンスバレー構想（※）における農業を

活かしたまちづくりの拠点施設であり、首都圏中央連絡自動車道常総インター

チェンジの北約 700ｍ、一般国道 294 号沿道に、県と市の一体型道の駅として整

備を進めてきたところです。 

この度、道の駅の要件を具備していると認められ、国土交通省より、道の駅の

登録を受けました。 

 引き続き、令和５年春の開業に向け、市と協力して事業を進めてまいります。 

 

※常総市の基幹産業である農業を活かしたまちづくりとして、常総インターチェンジ周

辺約 45 ヘクタールに、「農地エリア」と「都市エリア」を集積し、生産、加工、流通、

販売が一体となった地域農業の核（６次産業）となる産業団地を形成するもの 

 

○道の駅「常総」概要 
 

 所 在 地：常総市むすびまち地内（土地区画整理事業区域内） 

    登 録 日：令和４年８月５日（金）※県内 16 番目 

    開 業 日：令和５年春（予定） 

    面  積：敷地面積 20,000m2（うち建築面積約 1,956m2） 

    事 業 費：約 24.6 億円（うち県約 2.5 億円） 

    事業期間：平成 29 年度～令和４年度 

    施  設：駐車場 168 台、イベント広場、ＥＶ充電施設、 

トイレ 31 器、情報提供施設、ベビーコーナー、 

農産物直売・物販施設、飲食施設、観光案内所、 

非常用電源、備蓄倉庫、貯水槽 
 
 

別添２ 

市道 5057 号線 

ＥＶ充電施設（２基） 

トイレ、情報提供施設、 
ベビーコーナー 

国道 294 号 守谷市→ 

農産物直売・物販施設 

駐車場 大型 

（一部小型兼用）

駐車場 大型 

（一部小型兼用）
飲食施設 

（レストラン、カフェ、菓子） 

非常用電源、備蓄倉庫、貯水槽 

駐車場 小型

道の駅区域 

県施工 

イベント広場

観光案内所 
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建設フェスタ２０２２の開催について 

 
茨城県、国土交通省及び建設産業の各種団体等が一体となり、県民の暮らしや経済活

動に不可欠な社会資本整備の重要性と建設産業の魅力を広く県民に伝えることを目的と

して、「建設フェスタ 2022」を開催いたします。 
この建設フェスタは、建設機械体験搭乗や丸太切りなど、親子で参加する様々なイベ

ントを企画し、小学生やその保護者に建設産業への関心を深めてもらう内容としており

ます。 
 

○ 日  時  令和４年１０月８日（土） ９：００～１５：３０ 
○ 会  場  笠松運動公園 第６駐車場 特設会場 
○ 主  催  建設フェスタ実行委員会（事務局：県建設業協会、県土木部） 
○ 内  容  ・土木部、国土交通省、各団体等による事業説明パネルを展示 

・建設機械、高所作業車等の体験搭乗 
・親子競演丸太切り 
・消波ブロック製作体験 
・建設機械シミュレータ体験 
・クイズラリー など 

○ そ の 他  令和元年度の入場者数 ： 約２６,０００人 
        令和２年度、３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 
～ 令和元年度の建設フェスタの様子 ～ 

 
 
 
 
 
 
 

親子競演丸太切り            建設機械体験搭乗 
 

 
 
 
 
 
 
土木部ブースの様子           消波ブロック製作 

 
※ 建設フェスタは平成６年から開催し、今年で２７回目となります。 

別添３ 
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【議案等】 

≪予算≫  

第 100 号議案、第 102 号議案 

○令和４年度予算 課別一覧（９月補正） ・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

○令和４年度予算 公共事業費一覧（９月補正） ・・・・・・・・・・・・・４ 

〇令和４年度 繰越予算一覧（９月補正） ・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

○令和４年度 債務負担行為補正一覧（９月補正） ・・・・・・・・・・・・７ 

○令和４年度 地方債補正一覧（９月補正） ・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

≪条例・その他≫ 

○第 105 号議案 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例 ・・・・・・・９ 

○第 106 号議案 茨城県建築基準条例及び茨城県手数料徴収条例の 

一部を改正する条例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

○第 110 号議案 県が行う建設事業等に対する市町村の負担額について・・・１６ 

○第 111 号議案 工事請負契約の変更について 

        （仮称）北田気大橋橋梁上部工事（その１） ・・・・・・１９ 

○第 112 号議案 工事請負契約の変更について 

        （仮称）北田気大橋橋梁上部工事（その２） ・・・・・・２１ 

○第 114 号議案 権利の放棄について（県営住宅使用料等） ・・・・・・・２３ 

 

≪報告≫ 

○報告第５号  地方自治法第 179 条第１項の規定に基づく専決処分について 

   別記５  損害賠償の額の決定について ・・・・・・・・・・・・・２４ 

   別記６  損害賠償の額の決定について ・・・・・・・・・・・・・２５ 

   別記７  損害賠償の額の決定について ・・・・・・・・・・・・・２６ 

   別記８  損害賠償の額の決定について ・・・・・・・・・・・・・２７ 
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（一般会計） 土 木 部

第100号議案　令和４年度茨城県一般会計補正予算（第4号）

（単位：千円）

現計予算額 今回補正額 補正後予算額

A B C=A+B

監 理 課 3,128,020 -                            3,128,020                  

用 地 課 63,311 -                            63,311                      

検 査 指 導 課 41,003 -                            41,003                      

道 路 建 設 課 29,934,663 1,538,178                  31,472,841                

道 路 維 持 課 29,220,904 1,470,339                  30,691,243                

河 川 課 20,171,002 427,354                    20,598,356                

港 湾 課 3,838,997 2,191,223                  6,030,220                  

営 繕 課 237,763 -                            237,763                    

都 市 計 画 課 109,781 -                            109,781                    

都 市 整 備 課 2,486,182 167,536                    2,653,718                  

下 水 道 課 2,694,979 122,000                    2,816,979                  

建 築 指 導 課 329,069 -                            329,069                    

住 宅 課 4,066,997 446,075                    4,513,072                  

計 96,322,671                6,362,705                  102,685,376               

（特別会計）

港 湾 事 業 8,719,248 -                            8,719,248                  

計 8,719,248                  -                            8,719,248                  

（企業会計）

鹿 島 臨 海 都 市 計 画
下 水 道 事 業

5,590,487 -                            5,590,487                  

流 域 下 水 道 事 業 23,282,741 -                            23,282,741                

計 28,873,228                -                            28,873,228                

土　木　部　計 133,915,147 6,362,705 140,277,852

令和４年度予算　課別一覧 (９月補正）

区　　　　分
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土 木 部

（一般会計） （単位：千円）

現計予算額 今回補正額 補正後予算額

A B C=A+B

補　助 23,724,653              1,490,178                  25,214,831                

県　単 4,819,710                48,000                      4,867,710 

計 28,544,363              1,538,178                  30,082,541                

補　助 9,010,017                777,493                    9,787,510                  

直轄負担金 8,308,000                -                            8,308,000                  

県　単 11,177,217              618,000                    11,795,217                

計 28,495,234              1,395,493                29,890,727              

補　助 32,734,670              2,267,671                  35,002,341                

直轄負担金 8,308,000                -                            8,308,000                  

県　単 15,996,927              666,000                    16,662,927                

計 57,039,597              2,933,671                59,973,268              

河川事業 補　助 6,743,887                159,752                    6,903,639                  

直轄負担金 6,327,797                -                            6,327,797                  

県　単 6,023,530                265,000                    6,288,530                  

計 19,095,214              424,752                  19,519,966              

港湾事業 補　助 547,377                  2,191,223                  2,738,600                  

直轄負担金 940,500                  -                            940,500                    

県　単 374,051                  -                            374,051                    

計 1,861,928                2,191,223                4,053,151                

補　助 5,675                     -                            5,675                        

計 5,675                     -                          5,675                     

補　助 689,871                  167,536                    857,407                    

直轄負担金 188,987                  -                            188,987                    

県　単 1,281,374                -                            1,281,374                  

計 2,160,232                167,536                  2,327,768                

補　助 695,546                  167,536                  863,082                  

直轄負担金 188,987                  -                            188,987                    

県　単 1,281,374                -                            1,281,374                  

計 2,165,907                167,536                  2,333,443                

下水道事業 補　助 891,887                  122,000                    1,013,887                  

下 水 道 課 県　単 23,700                    -                            23,700                      

計 915,587                  122,000                    1,037,587                  

住宅事業 補　助 1,595,146                446,075                    2,041,221                  

住　 宅 　課 計 1,595,146                446,075                    2,041,221                  

補　助 43,208,513                5,354,257                  48,562,770                

直轄負担金 15,765,284                -                            15,765,284                

県　単 23,699,582                931,000                    24,630,582                

計 82,673,379                6,285,257                  88,958,636                

港　 湾 　課

河　 川 　課

都

　
市

　
計

　
画

　
事

　
業

計

計

令和４年度予算　公共事業費一覧 (９月補正）

都市計画課

都市整備課

区　　　　分

道

路

事

業

道路建設課

道路維持課

計
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（企業会計）

現計予算額 今回補正額 補正後予算額

A B C=A+B

流域下水道事業　 補　助 4,186,925                -                            4,186,925                  

下 水 道 課 県　単 30,931                    -                            30,931                      

計 4,217,856                  -                            4,217,856                  

補　助 4,186,925                  -                            4,186,925                  

県　単 30,931                      -                            30,931                      

計 4,217,856                  -                            4,217,856                  

補　助 47,395,438                5,354,257                  52,749,695                

直轄負担金 15,765,284                -                            15,765,284                

県　単 23,730,513                931,000                    24,661,513                

計 86,891,235                6,285,257                  93,176,492                

土 木 部 計

令和４年度予算　公共事業費一覧 (９月補正）

区　　　　分

計
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土木部

第１００号議案　令和４年度茨城県一般会計補正予算（第４号）

第１０２号議案　令和４年度茨城県港湾事業特別会計補正予算（第１号）

（繰越明許費） （単位：千円）

繰　越　額

（Ｒ４→Ｒ５）

道 路 建 設 課 13,806,816         

道 路 維 持 課 11,151,188         

河 川 課 3,910,892          

港 湾 課 1,751,300          

都 市 整 備 課 135,000            

下 水 道 課 547,949            

住 宅 課 26,022             

計 31,329,167         

港湾事業 港 湾 課 1,457,100          

計 1,457,100          

32,786,267         計

令和４年度　繰越予算一覧　（９月補正）

一
　
　
般
　
　
会
　
　
計

特
別
会
計

課　　名会計区分
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土　木　部

第100号議案　令和4年度茨城県一般会計補正予算（第4号）

【工事請負契約に関するもの】　（「ゼロ債務負担行為」）

事　項 事　業　内　容 期　間 限 度 額 担 当 課

地 方 道 路 整 備
工 事 請 負 契 約

一般国道125号、阿見町島津地内外７箇所の地
方道路整備に係る工事請負契約を締結する。

令和５年度 1,100,000千円 道路建設課

県 単 道 路 緊 急 修 繕
工 事 請 負 契 約

一般国道461号、大子町小生瀬地内外55箇所
の舗装修繕に係る工事請負契約を締結する。

令和５年度 938,000千円 道路維持課

県 単 道 路 植 栽 管 理
工 事 請 負 契 約

道路の植栽管理に係る工事請負契約を締結す
る。

令和５年度 828,000千円 道路維持課

県 単 道 路 維 持
工 事 請 負 契 約

道路の路面清掃に係る工事請負契約を締結す
る。

令和５年度 90,000千円 道路維持課

ト ン ネ ル 修 繕
工 事 請 負 契 約

定期点検に基づくトンネルの修繕に係る工事請
負契約を締結する。

令和５年度 150,000千円 道路維持課

電 線 共 同 溝 整 備
工 事 請 負 契 約

一般県道大甕停車場線、日立市大みか町地内
の電線共同溝整備に係る工事請負契約を締結
する。

令和５年度 60,000千円 道路維持課

県 単 交 通 安 全 施 設
工 事 請 負 契 約

道路の交通安全施設に係る工事請負契約を締
結する。

令和５年度 113,000千円 道路維持課

国 補 河 川 改 修
工 事 請 負 契 約

一級河川中丸川、ひたちなか市東石川地先の
河川改修に係る工事請負契約を締結する。

令和５年度 150,000千円 河川課

海 岸 保 全 施 設 整 備
工 事 請 負 契 約

鹿嶋海岸、鹿嶋市明石地先の養浜に係る工事
請負契約を締結する。

令和５年度 50,000千円 河川課

県 単 急傾 斜地 崩壊 対策
事 業 工 事 請 負 契 約

梶山-２地区、鉾田市梶山地先の急傾斜地崩壊
対策に係る工事請負契約を締結する。

令和５年度 50,000千円 河川課

県単水辺空間づくり河川
整 備 事業 工事 請負 契約

一級河川前川、潮来市潮来地先の河川堤防護
岸の修景に係る工事請負契約を締結する。

令和５年度 5,000千円 河川課

港 湾 統 合 補 助 事 業
工 事 請 負 契 約

鹿島港の浚渫に係る工事請負契約を締結す
る。

令和５年度 120,000千円 港湾課

県 営 住 宅 解 体
工 事 請 負 契 約

都和アパートの解体に係る工事請負契約を締
結する。

令和５年度 80,000千円 住宅課

3,734,000千円

【業務委託契約に関するもの】　　（「ゼロ債務負担行為」）

事　項 事　業　内　容 期　間 限 度 額 担 当 課

橋 梁 点検 業務 委託 契約
鉄道及び高速道路を跨ぐ道路橋の定期点検業
務に係る委託契約を締結する。

令和５年度 90,000千円 道路維持課

第102号議案　令和４年度茨城県港湾事業特別会計補正予算（第1号）

【工事請負契約に関するもの】　（「ゼロ債務負担行為」）

事　項 事　業　内　容 期　間 限 度 額 担 当 課

茨 城 港 常 陸 那 珂 港 区
機 能 施 設 整 備
工 事 請 負 契 約

茨城港常陸那珂港区のふ頭用地整備に係る工
事請負契約を締結する。

令和５年度 300,000千円 港湾課

令和４年度　債務負担行為補正一覧　（９月補正）

合　　　　　　計
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土　木　部

  第4表　地方債補正

補正前の額 補正額 補正後の額

千円 千円 千円

河 川 事 業 13,006,500 279,500 13,286,000

海 岸 整 備 事 業 157,700 39,500 197,200

砂 防 事 業 128,000 - 128,000

急傾斜地崩壊対策事業 68,700 - 68,700

港 湾 整 備 事 業 1,079,200 1,071,500 2,150,700

道 路 橋 梁 整 備 事 業 25,731,000 1,381,100 27,112,100

街 路 事 業 185,500 - 185,500

公 営 住 宅 建 設 事 業 774,700 227,700 1,002,400

過年補助災害復旧事業 16,000 - 16,000

現年補助災害復旧事業 164,600 - 164,600

過年直轄災害復旧事業 90,000 - 90,000

現年直轄災害復旧事業 14,700 - 14,700

単 独 災 害 復 旧 事 業 173,300 - 173,300

公 園 事 業 556,000 87,600 643,600

防 災 対 策 事 業 430,500 34,400 464,900

合 併 特 例 事 業 1,148,000 176,600 1,324,600

地 方 道 路 等 整 備 事 業 740,700 103,000 843,700

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 281,600 - 281,600

計 44,746,700 3,400,900 48,147,600

令和４年度　地方債補正一覧　(補正）

第１００号議案　令和４年度茨城県一般会計補正予算（第４号）

起 債 の 目 的

限　　　度　　　額

起債の方法 利　　　率 償還の方法

30年以内
（据置期間
を含む。）

30年以内
（据置期間を含
む。）

債券発 行 又
は普通貸借
（他の地方公
共団体との共
同発行を含
む。発行価格
が額面金額
を下回るとき
は、それぞれ
の発行価格
差減額をうめ
るために必要
な金額を加え
た金額）

年利5.0パー
セント以内
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）
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第 105 号議案 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

住 宅 課  

 

１ 改正の理由・根拠 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号）の一部改

正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の目的 

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、認定申請手数

料を定めるもの。 

 

３ 背景・必要性 

建築行為を伴わない既存住宅も長期優良住宅として認定を受けることがで

きる制度が創設された。 

 

４ 内容 

建築行為を伴わない既存住宅の認定申請手数料について、増改築に係る申請

手数料と同額として設定する。 

（主なもの）一戸建ての住宅に係る申請手数料の額  

      １件につき 68,000 円 

 

５ 効果・影響 

  認定制度の創設により、既存住宅を安心して購入できる環境の整備や既存

住宅流通市場の活性化が図られる。 

 

６ 施行日 

  公布の日 
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正概要 

 

 令和３年 11月 25 日公布・令和４年 10 月 1 日施行  
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茨城県手数料徴収条例新旧対照表 

改正案 現行 

別表第 1(第 2条第 1項関係) 別表第 1(第 2 条第 1項関係) 

事務 名称 金額 

1～477の3の 3
（略） 

  

477の 4 長期優
良住宅の普及
の促進に関す

る法律(平成 20
年 法 律 第 87
号)第 5 条第 1
項から第 7 項
までの規定に
基づく長期優

良住宅建築等
計画又は長期
優良住宅維持

保全計画の認
定の申請に対
する審査 

長期優良住
宅建築等計
画等認定申

請手数料 

(1) 長期優良住宅の普及
の促進に関する法律施
行規則(平成 21 年国土

交通省令第 3 号。以下
この項において「省令」
という。)第 1 条各項の

国土交通大臣が定める
措置に係る住宅を新築
しようとする場合の基

準を適用する住宅であ
る場合(建築基準関係規
定適合審査を受けるよ

う申し出る場合を除
く。) 次のア又はイに
掲げる区分に応じ，当

該ア又はイに定める額 
ア 一戸建ての住宅 

1 件の申請につき

45,000 円 
イ 一戸建ての住宅以

外の住宅 1 件の申

請 (同一の住宅につ
いて同時に 2 以上の
申請が行われる場合

にあっては，当該 2
以上の申請)につき，
当該住宅の総戸数が

5 戸以内のときは
108,000 円，5 戸を超
え 10 戸以内のとき

は 173,000 円，10 戸
を超え 30 戸以内の
ときは 342,000 円，

30 戸を超え 50 戸以
内のときは 612,000
円，50 戸を超え 100
戸 以 内 の と き は
1,053,000 円， 100
戸を超え 200 戸以内

のときは 1,949,000
円，200戸を超え 300
戸 以 内 の と き は

2,784,000 円， 300
戸を超えるときは
3,411,000 円 

(2) 省令第 1 条各項の国
土交通大臣が定める措
置に係る住宅を増築

し，若しくは改築し，
又は長期優良住宅とし
て維持保全を行おうと

する場合の基準を適用
する住宅である場合(建
築基準関係規定適合審

査を受けるよう申し出
る場合を除く。) 次の
ア又はイに掲げる区分

に応じ，当該ア又はイ
に定める額 
ア 一戸建ての住宅 

1 件の申請につき
68,000 円 

事務 名称 金額 

1～477の 3の 3
（略） 

  

477の 4 長期優
良住宅の普及
の促進に関す

る法律(平成 20
年 法 律 第 87
号)第 5 条第 1
項から第 5 項
までの規定に
基づく長期優

良住宅建築等
計画      
        
    の認
定の申請に対
する審査 

長期優良住
宅建築等計
画認定申請

手数料 

(1) 長期優良住宅の普及
の促進に関する法律施
行規則(平成 21 年国土

交通省令第 3 号。以下
この項において「省令」
という。)第 1 条各項の

国土交通大臣が定める
措置に係る住宅を新築
しようとする場合の基

準を適用する住宅であ
る場合(建築基準関係規
定適合審査を受けるよ

う申し出る場合を除
く。) 次のア又はイに
掲げる区分に応じ，当

該ア又はイに定める額 
ア 一戸建ての住宅 

1 件の申請につき

45,000 円 
イ 一戸建ての住宅以

外の住宅 1 件の申

請 (同一の住宅につ
いて同時に 2 以上の
申請が行われる場合

にあっては，当該 2
以上の申請)につき，
当該住宅の総戸数が

5 戸以内のときは
108,000 円，5 戸を超
え 10 戸以内のとき

は 173,000 円，10 戸
を超え 30 戸以内の
ときは 342,000 円，

30 戸を超え 50 戸以
内のときは 612,000
円，50 戸を超え 100
戸 以 内 の と き は
1,053,000 円， 100
戸を超え 200 戸以内

のときは 1,949,000
円，200戸を超え 300
戸 以 内 の と き は

2,784,000 円， 300
戸を超えるときは
3,411,000 円 

(2) 省令第 1 条各項の国
土交通大臣が定める措
置に係る住宅を増築

し，又は改築しよう   
             
         と

する場合の基準を適用
する住宅である場合(建
築基準関係規定適合審

査を受けるよう申し出
る場合を除く。) 次の
ア又はイに掲げる区分

に応じ，当該ア又はイ
に定める額 
ア 一戸建ての住宅 

1 件の申請につき
68,000 円 
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イ 一戸建ての住宅以
外の住宅 1 件の申
請 (同一の住宅につ

いて同時に 2 以上の
申請が行われる場合
にあっては，当該 2
以上の申請)につき，
当該住宅の総戸数が
5 戸以内のときは

162,000 円，5 戸を超
え 10 戸以内のとき
は 259,000 円，10 戸

を超え 30 戸以内の
ときは 513,000 円，
30 戸を超え 50 戸以

内のときは 919,000
円，50 戸を超え 100
戸 以 内 の と き は

1,580,000 円， 100
戸を超え 200 戸以内
のときは 2,923,000
円，200戸を超え 300
戸 以 内 の と き は
4,177,000 円， 300
戸を超えるときは
5,117,000 円 

(3) 建築基準関係規定適

合審査を受けるよう申
し出る場合にあって
は，(1)又は(2)に規定す

る額に，475 の項の(1)
又は(2)に掲げる区分に
応じ，当該(1)又は(2)に
定める額を加算した額 

477の 5 長期優

良住宅の普及
の促進に関す
る法律第 8 条

第 1 項の規定
に基づく長期
優良住宅建築

等計画又は長
期優良住宅維
持保全計画の

変更の認定の
申請に対する
審査 

長期優良住

宅建築等計
画等変更認
定申請手数

料 

(1) 建築基準関係規定適

合審査を受けるよう申
し出ない場合にあって
は，477 の 4 の項の(1)
又は(2)に規定する額に
2 分の 1 を乗じて得た
額 

(2) 建築基準関係規定適
合審査を受けるよう申
し出る場合にあって

は，(1)に規定する額に
475 の項に規定する額
を加算した額 

 

イ 一戸建ての住宅以
外の住宅 1 件の申
請 (同一の住宅につ

いて同時に 2 以上の
申請が行われる場合
にあっては，当該 2
以上の申請)につき，
当該住宅の総戸数が
5 戸以内のときは

162,000 円，5 戸を超
え 10 戸以内のとき
は 259,000 円，10 戸

を超え 30 戸以内の
ときは 513,000 円，
30 戸を超え 50 戸以

内のときは 919,000
円，50 戸を超え 100
戸 以 内 の と き は

1,580,000 円， 100
戸を超え 200 戸以内
のときは 2,923,000
円，200戸を超え 300
戸 以 内 の と き は
4,177,000 円， 300
戸を超えるときは
5,117,000 円 

(3) 建築基準関係規定適

合審査を受けるよう申
し出る場合にあって
は，(1)又は(2)に規定す

る額に，475 の項の(1)
又は(2)に掲げる区分に
応じ，当該(1)又は(2)に
定める額を加算した額 

477の 5 長期優

良住宅の普及
の促進に関す
る法律第 8 条

第 1 項の規定
に基づく長期
優良住宅建築

等計画     
           
      の  
変更の認定の
申請に対する
審査 

長期優良住

宅建築等計
画変更認定
申請手数料 

(1) 建築基準関係規定適

合審査を受けるよう申
し出ない場合にあって
は，477 の 4 の項の(1)
又は(2)に規定する額に
2 分の 1 を乗じて得た
額 

(2) 建築基準関係規定適
合審査を受けるよう申
し出る場合にあって

は，(1)に規定する額に
475 の項に規定する額
を加算した額 
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第 106 号議案 茨城県建築基準条例及び茨城県手数料徴収条例の一部を改正す 

る条例 

 

建築指導課  

 

１ 改正の理由・根拠 

  建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の一部改正に伴い、所要の改正を行 

うもの。 

 

２ 改正の目的 

  建築基準法の一部改正に伴い、引用条項の移動を行うもの。 

 

３ 背景・必要性 

  災害時に建設される応急仮設建築物の存続期間の延長を可能とする規定が 

新設されたことに伴い、引用条項に移動が生じたため整合を図る。 

 

４ 内容 

(1) 茨城県建築基準条例 

引用条項の移動 「第 85 条第５項及び第６項」 

               →  「第 85 条第６項及び第７項」等 

(2) 茨城県手数料徴収条例 

引用条項の移動 「第 85 条第５項」 

               →  「第 85 条第６項」等 

 

５ 効果・影響 

  法令との整合を図るものであり、特に影響はない。 

 

６ 施行日 

  公布の日 
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建築基準法の改正概要 

 

 令和４年５月 27日公布・令和４年５月 31日施行   
 

 

 

 
 

  ※存続期間の延長は、法第 85条第 5項及び法第 87条の 3第 5項にそれぞれ新設 
 

  ※応急仮設建築物 

  （１）非常災害時（東日本大震災等） 

① 国、地方公共団体、日本赤十字社が災害救助のために建築するもの 

② 被災者が自ら使用するために建築する延べ面積 30 ㎡以内のもの 

（２）災害時（新型コロナウイルス感染症等） 

   官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供するものとして建築するもの 

（例：ＰＣＲ検査用建築物など） 
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茨城県建築基準条例新旧対照表（第１条） 
改正案 現行 

(仮設建築物等に対する制限の緩和) (仮設建築物等に対する制限の緩和) 

第 47 条 法第 85 条第６項及び第７項に規定する仮設興行

場等，法第 87 条の３第６項に規定する興行場等並びに同

条第７項に規定する特別興行場等について知事が安全上

支障がないと認めて許可する場合においては，この条例の

規定は適用しない。 

第 47 条 法第 85 条第５項及び第６項に規定する仮設興行場

等，法第 87 条の３第５項に規定する興行場等並びに同条第

６項に規定する特別興行場等について知事が安全上支障が

ないと認めて許可する場合においては，この条例の規定は適

用しない。 

  
 
茨城県手数料徴収条例新旧対照表（第２条関係） 

改正案 現行 

別表第 1(第 2条第 1項関係) 別表第 1(第 2条第 1項関係) 

445 建築基準法第85条第6

項の規定に基づく仮設建

築物の建築の許可の申請

に対する審査 

仮設建築物の建築

許可申請手数料 

120,000円 

445の2 建築基準法第85条

第7項の規定に基づく1年

を超える仮設建築物の建

築の許可の申請に対する

審査 

1年を超える仮設建

築物の建築許可申

請手数料 

160,000円 

450の5 建築基準法第87条

の3第6項の規定に基づく

建築物の興行場等への用

途変更に係る許可の申請

に対する審査 

建築物の興行場等

への用途変更に係

る許可申請手数料 

120,000円 

450の6 建築基準法第87条

の3第7項の規定に基づく

1年を超える建築物の特

別興行場等への用途変更

に係る許可の申請に対す

る審査 

1年を超える建築物

の特別興行場等へ

の用途変更に係る

許可申請手数料 

160,000円 

 

445 建築基準法第85条第5

項の規定に基づく仮設建

築物の建築の許可の申請

に対する審査 

仮設建築物の建築

許可申請手数料 

120,000円 

445の2 建築基準法第85条

第6項の規定に基づく1年

を超える仮設建築物の建

築の許可の申請に対する

審査 

1年を超える仮設建

築物の建築許可申

請手数料 

160,000円 

450の5 建築基準法第87条

の3第5項の規定に基づく

建築物の興行場等への用

途変更に係る許可の申請

に対する審査 

建築物の興行場等

への用途変更に係

る許可申請手数料 

120,000円 

450の6 建築基準法第87条

の3第6項の規定に基づく

1年を超える建築物の特

別興行場等への用途変更

に係る許可の申請に対す

る審査 

1年を超える建築物

の特別興行場等へ

の用途変更に係る

許可申請手数料 

160,000円 
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 第１１０号議案 県が行う建設事業等に対する市町村の負担額について 

 

監 理 課 

 

 １ 負担額 

７７２，４４７千円 

 

 ２ 提出理由 

 令和４年度において県が行う河川事業、港湾事業及び下水道事業に対する市町村の

負担について、下記根拠法令に基づき、その額を定めようとするものである。 

 

 ３ 根拠法令 

   ・地方財政法第２７条第１項及び第２項  
   ・下水道法第３１条の２第１項及び第２項 

    （要旨）都道府県は、都道府県が行う建設事業等によって利益を受ける市町村に

対し、その市町村の受ける利益を限度として、その事業に要する経費の一部

を負担させることができる。負担額は、当該市町村の意見を聞き、都道府県

の議会の議決を経て定めなければならない。 

 

 ４ 議案の概要 

  （１）河川事業（急傾斜地崩壊対策事業） 

          ・負担額：６３，０５０千円 

          ・日立市外１５市町 

 

  （２）港湾事業（港湾建設事業） 

     ・負担額：１０１，２５０千円 

     ・ひたちなか市外１村 

 

  （３）下水道事業（流域下水道建設事業） 

     ・負担額：６０８，１４７千円 

     ・水戸市外２９市町村 

 

          【市町村別の負担額は１７ページ及び１８ページ】 

 

 ５ 参考事項 

      該当市町村には、各法に基づき意見を聞き、負担について同意する旨の回答を得て

いる。 
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事　業　名 負 担 市 町 村 事　　業　　費 負　　担　　額

千円 千円

河　川　事　業 日 立 市 96,500  9,650  

土 浦 市 130,000  13,000  

石 岡 市 10,000  1,000  

常 陸 太 田 市 30,000  3,000  

高 萩 市 15,000  1,500  

北 茨 城 市 15,000  1,500  

笠 間 市 15,000  1,500  

ひ た ち な か 市 35,000  3,500  

鹿 嶋 市 39,000  3,900  

稲 敷 市 10,000  1,000  

か す み が う ら 市 20,000  2,000  

行 方 市 97,800  9,780  

鉾 田 市 65,000  6,500  

小 美 玉 市 30,000  3,000  

大 子 町 2,200  220  

阿 見 町 20,000  2,000  

港　湾　事　業 ひ た ち な か 市 1,100,000  69,750  

東 海 村 1,050,000  31,500  

下 水 道 事 業 水 戸 市 129,310  24,753  

日 立 市 63,254  11,974  

土 浦 市 296,191  55,756  

古 河 市 33,057  7,133  

石 岡 市 97,754  18,401  

龍 ケ 崎 市 128,397  23,527  

下 妻 市 361,625  64,747  

常 総 市 266,084  47,207  

常 陸 太 田 市 28,454  5,386  

　市 町 村 別 の 負 担 額
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事　業　名 負 担 市 町 村 事　　業　　費 負　　担　　額

牛 久 市 109,264  20,021  

つ く ば 市 291,225  56,847  

ひ た ち な か 市 139,348  26,381  

潮 来 市 268,946  50,605  

常 陸 大 宮 市 15,615  2,956  

那 珂 市 47,986  9,084  

筑 西 市 175,248  32,020  

坂 東 市 23,219  5,047  

稲 敷 市 18,140  3,963  

か す み が う ら 市 68,663  12,925  

桜 川 市 44,296  8,915  

行 方 市 142,287  26,772  

小 美 玉 市 107,387  20,215  

大 洗 町 30,735  5,818  

城 里 町 12,825  2,574  

東 海 村 35,098  6,644  

阿 見 町 80,833  15,216  

河 内 町 19,987  4,358  

八 千 代 町 158,779  28,790  

境 町 29,427  6,145  

利 根 町 21,651  3,967  
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第 111 号議案 工事請負契約の変更について(（仮称）北田気大橋橋梁上部工事（その１）) 

 

道路建設課 

 

１ 議案提出の理由 

一般国道１１８号久慈郡大子町北田気地内の「（仮称）北田気大橋橋梁上部工事（そ

の１）」について、日本ファブテック株式会社（取手市下高井１０２０番地）と１０億

５，５８９万円をもって、請負契約を締結し工事を実施中のところ、重機の変更等が生

じたため、５，３９０万円を増額し、１１億９７９万円をもって、請負契約の変更をし

ようとするものである。 

 

２ 現況・課題 

一般国道１１８号においては、交通渋滞の解消、及び円滑な交通と安全性の確保を目

的として、平成２年度から全体延長３．６ｋｍのバイパス整備に着手し、一級河川久慈

川を渡河する本橋梁については、令和元年度から橋梁上部工事に着手した。 

 

３ 必要性・ねらい 

上部工架設において、隣接する河川護岸工事との調整によるクレーンの変更及び地耐

力不足による敷鉄板等の施工ヤードの追加整備が生じたため、増額変更するものである。 

 

４ 事業の内容 

１）概   要 （仮称）北田気大橋橋梁上部工事（その１）に係る請負契約の変更 

２）契約相手方 日本ファブテック株式会社  

橋梁事業部本部 本部長 福島 剛 

３）契 約 日 令和元年 12 月 20 日 

 ４）既 契 約 額 1,055,890,000 円 

 ５）増 減 額   53,900,000 円増 

 ６）変 更 額 1,109,790,000 円 

 ７）工   期 令和元年 12 月 21 日～令和 4 年 11 月 30 日（1,076 日間） 

 ８）工 事 箇 所 久慈郡大子町北田気地内 

９）工 事 概 要 橋梁上部工事 L=135.7m W=12.5m 

          鋼橋製作工 L=135.7m 

          鋼橋架設工 L=135.7m 

 

５ 参考事項 

議決の根拠法令等 

・地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号 

・議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条  
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第 112 号議案 工事請負契約の変更について(（仮称）北田気大橋橋梁上部工事（その２）) 

 

道路建設課 

 

１ 議案提出の理由 

一般国道１１８号久慈郡大子町北田気地内の「（仮称）北田気大橋橋梁上部工事（そ

の２）」について、株式会社横河 NS エンジニアリング（神栖市砂山１６番地５）と１０

億５，４６８万円をもって、請負契約を締結し工事を実施中のところ、架設作業時間の

変更等が生じたため、４，５３２万円を増額し、１１億円をもって、請負契約の変更を

しようとするものである。 

 

２ 現況・課題 

一般国道１１８号においては、交通渋滞の解消、及び円滑な交通と安全性の確保を目

的として、平成２年度から全体延長３．６ｋｍのバイパス整備に着手し、一級河川久慈

川を渡河する本橋梁については、令和元年度から橋梁上部工事に着手した。 
 

３ 必要性・ねらい 

桁の仮受台（ベント）箇所の地耐力不足による地盤改良の追加及び地元との協議によ

り夜間架設作業への変更が生じたため、増額変更するものである。 

 

４ 事業の内容 

１）概   要 （仮称）北田気大橋橋梁上部工事（その２）に係る請負契約の変更 

２）契約相手方 株式会社横河 NS エンジニアリング  

代表取締役 齊藤 功 

３）契 約 日 令和元年 12 月 20 日 

 ４）既 契 約 額 1,054,680,000 円 

 ５）増 減 額    45,320,000 円増 

 ６）変 更 額 1,100,000,000 円 

 ７）工   期 令和元年 12 月 21 日～令和 4 年 11 月 30 日（1,076 日間） 

 ８）工 事 箇 所 久慈郡大子町北田気地内 

９）工 事 概 要 橋梁上部工事 L=124.8m W=12.5m 

          鋼橋製作工 L=124.8m 

          鋼橋架設工 L=124.8m 

 

５ 参考事項 

議決の根拠法令等 

・地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号 

・議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条  
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第１１４号議案 権利の放棄について 

住 宅 課 

１ 議案の内容 

時効の到来した県営住宅の使用料等のうち、回収不能の債権について、権利の放棄をし

ようとするもの。 

(1) 放棄する権利 県営住宅の使用料(家賃、駐車場使用料)及び住宅修繕立替に係る債権 

 (2) 放棄する金額 13,918,008 円 

 (3) 債  務  者 鹿嶋市旭ケ丘１丁目６番地３（ファミーユ澤田 103） 

          太田 正輝 外１５名 

 (4) 放棄の理 由 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ債務者がその援用をする見込み

があることにより、債権回収が不能であるため。 

（県の債権(私債権)に係る権利の放棄の基準の２(１)に該当） 

 

２ 未収債権の状況            （R3年度決算ベース、単位：千円） 

   未収債権金額 

    うち、時効期間 

を経過したもの 

 

議決（50 万円超）による 

権利の放棄 

現年分    (   460) 

53,466 

     (     －) 

           －  

   (     －) 

              －  

過年分          ( 1,183)     

        267,658 

   (    238) 

     39,665  

      (     16) 

         13,918  

合 計          ( 1,643)     

   321,124 

   (    238) 

     39,665  

  (     16) 

    13,918  

    ※（ ）内は、債務者の延べ人数を示す。 

 

３ 主な未収債権対策 

○入居滞納者 

  ・面談を通じて、収入状況等を勘案しながら滞納家賃等の分割納付を約束させ、簡易裁判

所において、確定判決と同一の効力を持つ即決和解を行う。 

  ・即決和解に応じない者に対しては、地元弁護士チーム７名に委託して、建物明渡訴訟等

の法的措置を視野に入れた債権回収を行う。   

 ○退去滞納者 

  ・総務部行政経営課を通じて、民間弁護士法人(東京都)に債権回収を委託する。 

・時効期間を経過した家賃等債権は、適宜、権利を放棄し不納欠損処理を行う。 
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報告第５号 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づく専決処分について 

（別記５ 損害賠償の額の決定について） 

 

道路維持課 

 
１ 報告提出の理由 

県道桜川土浦潮来自転車道線で発生した自転車破損・負傷事故にかかる損害賠償

の額について、令和４年７月２６日専決処分したので、地方自治法第１７９条第３

項に基づいて報告するものである。 
 

２ 損害賠償の相手方 

  個人 
 
３ 示談の概要 

 （１）事故発生日 
    令和２年１１月３日（火）午前９時５０分頃 
 （２）事故発生場所 
    土浦市上坂田６１０番地地先県道上 
 （３）事故概要 
     県道桜川土浦潮来自転車道線を自転車で走行中、路面に堆積していた土砂

及び微生物の分泌物等で滑って転倒し、自転車を破損するとともに、運転者

が負傷した。 
 （４）損害賠償の額 
    ８８６，６２０円 
    （全て東京海上日動火災保険株式会社からの支払） 
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報告第５号 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づく専決処分について 

（別記６ 損害賠償の額の決定について） 

 

道路維持課 

 
１ 報告提出の理由 

県道桜川土浦潮来自転車道線で発生した自転車等破損・負傷事故にかかる損害賠

償の額について、令和４年７月２６日専決処分したので、地方自治法第１７９条第

３項に基づいて報告するものである。 
 

２ 損害賠償の相手方 

  個人 
 
３ 示談の概要 

 （１）事故発生日 
    令和２年１１月３日（火）午前９時５０分頃 
 （２）事故発生場所 
    土浦市上坂田６１０番地地先県道上 
 （３）事故概要 
     県道桜川土浦潮来自転車道線を自転車で走行中、路面に堆積していた土砂

及び微生物の分泌物等で滑って転倒し、自転車等を破損するとともに、運転

者が負傷した。 
 （４）損害賠償の額 
    １，５０８，４１６円 
    （全て東京海上日動火災保険株式会社からの支払） 
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報告第５号 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づく専決処分について 

（別記７ 損害賠償の額の決定について） 

 

道路維持課 

 
１ 報告提出の理由 

県道桜川土浦潮来自転車道線で発生した自転車等破損・負傷事故にかかる損害賠

償の額について、令和４年７月２６日専決処分したので、地方自治法第１７９条第

３項に基づいて報告するものである。 
 

２ 損害賠償の相手方 

  個人 
 
３ 示談の概要 

 （１）事故発生日 
    令和２年１１月３日（火）午前９時５０分頃 
 （２）事故発生場所 
    土浦市上坂田６１０番地地先県道上 
 （３）事故概要 
     県道桜川土浦潮来自転車道線を自転車で走行中、路面に堆積していた土砂

及び微生物の分泌物等で滑って転倒し、自転車等を破損するとともに、運転

者が負傷した。 
 （４）損害賠償の額 
    ２，７１０，８６８円 
    （全て東京海上日動火災保険株式会社からの支払） 
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報告第５号 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づく専決処分について 

（別記８ 損害賠償の額の決定について） 

 

道路維持課 

 
１ 報告提出の理由 

県道桜川土浦潮来自転車道線で発生した自転車等破損・負傷事故にかかる損害賠

償の額について、令和４年７月２６日専決処分したので、地方自治法第１７９条第

３項に基づいて報告するものである。 
 

２ 損害賠償の相手方 

  個人 
 
３ 示談の概要 

 （１）事故発生日 
    令和２年１１月３日（火）午前９時５０分頃 
 （２）事故発生場所 
    土浦市上坂田６１０番地地先県道上 
 （３）事故概要 
     県道桜川土浦潮来自転車道線を自転車で走行中、路面に堆積していた土砂

及び微生物の分泌物等で滑って転倒し、自転車等を破損するとともに、運転

者が負傷した。 
 （４）損害賠償の額 
    １，６６５，７７０円 
    （全て東京海上日動火災保険株式会社からの支払） 
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県出資法人 事業実績・事業計画の概要 

                             所管部局課 土木部 港湾課  

 

 

１ 出資法人の概要 

① 法人の名称 株式会社 茨城ポートオーソリティ 

② 所在地 那珂郡東海村照沼７６８番地２７ 

③ 設立年月日 平成９年９月１日（平成１９年４月１日合併） 

④ 代表者名 代表取締役社長 仙波 義正（常勤） 

⑤ 基本財産 資本金 ２，９４７，８００千円 

⑥ 設立根拠 会社法第２編第１章 

⑦ 設立目的 

・経緯 

常陸那珂港区、大洗港区及び日立港区を一体とした効率的な港湾の管理

運営及び振興を推進するとともに、ひたちなか地区の都市づくりを担

い、地域の発展と振興を図ることを目的に平成１９年４月１日に合併発

足した。 

⑧ 組織 

役職員数 
(R4.7.1現在) 

取締役16名 監査役3名 常勤職員27名 嘱託・臨時28名 

組織機構 

  企画・港湾振興室 
   

代表取締役            総務部     総務課 
                  業務課 
  常務取締役      
   港湾・都市事業部   施設管理課 
        
  常勤監査役      都市事業課 
       
      フェリー事業課 
  大洗支社     
      マリン事業課 
      

 

⑨ 出資状況 
（上位５団体、出資者名、金額，割合） 

茨城県    1,561,326千円(53.0%) ひたちなか市 247,022千円( 8.4%) 

東京電力HD㈱ 143,490千円( 4.9%) ㈱日立製作所 138,041千円( 4.7%) 

㈱常陽銀行   123,511千円( 4.2%) 

⑩ 資産状況 

(令和4年3月末現在) 

（単位：千円） 

 金   額 摘    要 

流動資産 

固定資産 

２，０４３，３１４ 

４，４６５，５４３ 

現金預金、売掛金等 

土地等 

資産合計 ６，５０８，８５７  

流動負債 

固定負債 

６５１，２６１ 

３７３，７８２ 

買掛金等 

退職給付引当金等 

負債合計 １，０２５，０４３  

純資産合計 ５，４８３，８１３  

※金額は千円未満を四捨五入しているので、合計が一致しない場合がある。 
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２ 令和３年度事業実績 

① 事業内容 

ア 港湾管理事業 

・県から、常陸那珂港区、大洗港区及び日立港区の公共埠頭管理業務等を受託し、港湾

利用者のニーズを踏まえて調整業務を行うなど、適切な港湾施設の管理運営に努め

た。 

・大洗港区の大洗マリーナにおいて、指定管理事業者として施設の一体的な管理運営に

努めた。 

・北関東自動車道や圏央道などインフラの整備効果を活かした茨城港の利便性等をＰＲ

するため、県、地元市町村及び各港区の振興協会と連携して、オンラインによる各種

セミナーを開催するなど、ポートセールスを行った。 

・常陸那珂港区において、航路誘致や維持のために、利用荷主企業に対する助成事業を

実施するなど、コンテナ貨物の集荷促進を図った。  

イ 港湾業務事業 

・常陸那珂港区において、大型石炭船、定期コンテナ船、内航貨物船等を中心に船舶代

理店業務を実施するとともに、船会社や港湾運送事業者等と密接な連携を図りなが

ら、曳船及び給水作業等のポートサービスを提供した。 

・大洗港区において、フェリー会社等港湾利用者のニーズを的確に捉え、円滑な運航の

ための船内・沿岸荷役の支援等のポートサービスを提供した。 

ウ 港湾施設賃貸等事業 

・常陸那珂港区において、港湾利用者と調整を行いながら、荷さばき地等の貸付業務を

実施するとともに、保税蔵置場の適正管理に努めた。また、大洗港区においても、荷

さばき地等の貸付業務を実施した。 

・常陸那珂港区において、コンテナ荷役やＲＯＲＯ荷役等に必要なトラクターヘッドや

フォークリフト等荷役機械を賃貸し、荷役業者の作業の効率化に寄与した。 

・常陸那珂港区において、北ふ頭地区内にある物流倉庫「ＩＰＡＣひたちなか北ふ頭物

流サイト」を賃貸し、港湾利用者のニーズを踏まえた効率的な管理運営に努めた。 

・大洗港区において、自社ビル内の一部をフェリー会社や物流会社へ賃貸するなど、港

湾利用者に対して安全で快適な施設の提供に努めた。 

エ 都市づくり推進事業 

・ひたちなか地区の商業・業務地区における社有地を、広域型商業施設用地として賃貸

し、地区の賑わい創出に寄与した。 

・総合住宅展示場「すまいりんぐ・ひたちなか」において、ハウスメーカー等15社17区

画が出展しており、施設運営会社と協調し、活気ある展示場運営に努めた。 

・ひたちなかセンター地区の未利用地について、短期貸付を実施し、地区のより一層の

賑わい創出に努めた。 

・「ひたちなかインフォメーションセンター」の管理運営を実施し、ひたちなか地区の

最新情報の提供や見学案内を実施するなど当地区のＰＲ活動に努めた。 

・常陸那珂港区の港湾関連用地を活用し、賃貸事務所施設や駐車場施設を提供する不動

産賃貸事業を実施し、港湾の利用促進に努めた。 
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② 収支状況  (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

営業収入 

営業外収入 

３，７０９，４２９ 

７，６３４ 

港湾管理収入、港湾業務収入等 

受取利息等 

経常収入計① ３，７１７，０６３  

営業費用 

営業外費用 

３，３９６，３５４ 

１，３４４ 

人件費等 

支払利息等 

経常費用計② ３，３９７，６９８  

経常利益③（①－②） ３１９，３６５  

特別収益計④ ０  

特別損失計⑤ ０  

税引前当期純利益⑥ 

（③＋④－⑤） 
３１９，３６５  

法人税等⑦ ９９，３０８ 法人税、住民税及び事業税 

当期純利益⑧（⑥－⑦） ２２０，０５７  

前期繰越損益⑨ ５１９，８５８  

積立金⑩ １００，０００  

当期末未処分損益累計⑪ 

（⑧＋⑨－⑩） 
６３９，９１５  

  ※金額は千円未満を四捨五入しているので、合計が一致しない場合がある。 

③ 補助金等の受入状況  (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

出資金 ０  

補助金 ０  

委託金 ５４３，１１５ 公共埠頭管理業務委託等 

貸付金 ０  

損失補償限度額年度末残高 ０  
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３ 令和４年度事業計画 

① 事業内容 

ア 港湾管理事業 

・茨城県受託事業（常陸那珂港区公共埠頭管理業務委託等） 

・指定管理事業（大洗マリーナ） 

・港湾振興事業 

イ 港湾業務事業 

・ポートサービス事業（船舶代理店業務） 

ウ 港湾施設賃貸等事業 

・荷さばき地等管理事業 

・荷役機械等貸付事業 

・ＩＰＡＣひたちなか北ふ頭物流サイト管理運営事業 

・大洗港フェリーターミナルビル管理運営事業 

エ 都市づくり推進事業 

・商業・業務施設用地等賃貸事業 

・総合住宅展示場運営事業 

・ひたちなか地区暫定貸付事業 

・ひたちなかインフォメーションセンター運営受託事業 

・臨港地区不動産賃貸事業 

② 収支計画  (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

営業収入 

営業外収入 
３，６２５，２６５ 

６，０００ 
港湾管理収入、港湾業務収入等 
受取利息等 

経常収入計① ３，６３１，２６５  

営業費用 

営業外費用 
３，３４７，９１２ 

１，１００ 
人件費等 
支払利息等 

経常費用計② ３，３４９，０１２  

経常利益③（①－②） ２８２，２５３  

特別収益計④ ０  

特別損失計⑤ ０  

税引前当期純利益⑥ 

（③＋④－⑤） 
２８２，２５３  

法人税等⑦ ８６，４２６ 法人税，住民税及び事業税 

当期純利益⑧（⑥－⑦） １９５，８２７  

前期繰越損益⑨ ６３９，９１５  

積立金⑩ １００，０００ 別途積立金 

当期末未処分損益累計⑪ 

（⑧＋⑨－⑩） 
７３５，７４２  

③ 補助金等の受入予定  (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

出資金 ０  

補助金 １，６３９ 県有施設管理業務支援金 

委託金 ５３５，２２２ 公共埠頭管理業務委託等 

貸付金 ０  

損失補償限度額年度末残高 ０  
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県出資法人 事業実績・事業計画の概要 

                             所管部局課 土木部 港湾課  

 
 

１ 出資法人の概要 

① 法人の名称 鹿島埠頭 株式会社 

② 所在地 神栖市東深芝８番地 

③ 設立年月日 昭和４３年７月１日 

④ 代表者名 代表取締役社長 岡村 弘志（常勤） 

⑤ 基本財産 資本金 ３００，０００千円 

⑥ 設立根拠 会社法第２編第１章 

⑦ 設立目的 

・経緯 

鹿島臨海工業地帯の中核をなす鹿島港において、公共埠頭の効率的な管

理・運営と曳船・通船等のサービス事業を一貫して行うため、茨城県・

地元公共団体及び民間の共同出資により設立された。 

⑧ 組織 

役職員数 
(R4.7.1現在) 

取締役 10名 監査役 2名 常勤職員 124 名 嘱託・臨時 15 名 

組織機構 

      総務課 
       
代表取締役社長  総務部     企画振興課 

      
          経理課 
                            船舶課 

常勤取締役   船舶部     
      船舶営業課 

       
        
       埠頭業務課 
        
    業務部     船舶代理店課 
       
       物流営業課 
      

 

⑨ 出資状況 
（上位５団体、出資者名、金額、割合） 

茨城県  150,000 千円(50.0%)  横浜川崎曳船㈱ 30,000 千円(10.0%) 

㈱常陽銀行 14,000 千円( 4.7%)  日本製鉄㈱    12,000 千円( 4.0%) 

鹿島石油㈱ 12,000 千円( 4.0%) 

⑩ 資産状況 

(令和4年3月末現在) 

 

（単位：千円） 

 金   額 摘    要 

流動資産 

固定資産 

１，７５４，９４４ 

３，９３４，１１０ 

現金預金、売掛金等 

船舶等 

資産合計 ５，６８９，０５４  

流動負債 

固定負債 

２９４，８８９ 

１，３１０，７５０ 

買掛金等 

退職給付引当金等 

負債合計 １，６０５，６３９  

純資産合計 ４，０８３，４１５  

※金額は千円未満を四捨五入しているので、合計が一致しない場合がある。 
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２ 令和３年度事業実績 

① 事業内容 

  ア 曳船事業 

鹿島港及び茨城港（大洗港区、常陸那珂港区）において、曳船船隊を稼動させ、入出

港船舶に対して安全かつ迅速な離着岸ができるよう良質なサポートを提供した。 

  イ 通船事業 

入港船舶の綱取りや危険物積載船舶の警戒、旅客輸送等の各種業務を行い、安全で質

の高い港湾サービスの提供に努めた。 

  ウ 倉庫事業 

公共港湾機能を補完するとともに、南公共埠頭に荷揚げされるバラ貨物（肥・飼料）

を中心に、荷主との緊密な連携を図り、効率的な倉庫運営に努めた。 

  エ 船舶代理店業 

船会社の多様なニーズに応えた質の高い港湾サービスの提供に努めた。また、関係機

関と利用者間の調整役として緊密な連携を図りながら、入出港船舶の安全と円滑な港湾

利用に努めた。 

  オ 受託事業等 

港湾管理者（茨城県）から、公共埠頭内港湾施設、船員待合所及びプレジャーボート

用泊地の管理業務を受託し、港湾施設等の適切な管理運営に努めた。 

鹿島清港会の清掃業務の委託を受け、港内の環境美化に努めるとともに、鹿島港振興

協会の事務局として、鹿島港の利用促進と使い易い港づくりを推進し、港の発展、振興

を図ることを目的とした各種事業に取り組んだ。 

② 収支状況  (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

営業収入 

営業外収入 

３，０１２，００２ 

２５，５２６ 

曳船料、通船料、保管料等 

受取利息等 

経常収入計① ３，０３７，５２８  

営業費用 

営業外費用 

２，３９１，５６６ 

８，８６５ 

船費、人件費等 

支払利息等 

経常費用計② ２，４００，４３１  

経常利益③（①－②） ６３７，０９８  

特別収益計④ ２８ 固定資産売却益 

特別損失計⑤ ０  

税引前当期純利益⑥ 

（③＋④－⑤） 
６３７，１２６  

法人税等⑦ ２０６，１７４  

当期純利益⑧（⑥－⑦） ４３０，９５２  

前期繰越損益⑨ １，８１２，４６３  

積立金⑩ △４００，０００ 船舶特別積立金(曳船更新のため) 

当期末未処分損益累計⑪ 

（⑧＋⑨－⑩） 
２，６４３，４１５  

  ※金額は千円未満を四捨五入しているので、合計が一致しない場合がある。 

③ 補助金等の受入状況  (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

出資金 ０  

補助金 ０  

委託金 １１８，４４５ 鹿島港管理業務委託等 

貸付金 ０  

損失補償限度額年度末残高 ０  
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３ 令和４年度事業計画 

① 事業内容 

ア 曳船事業 

鹿島港及び茨城港（大洗港区、常陸那珂港区）における曳船事業 

イ 通船事業 

綱取り作業、危険物積載船舶の警戒業務、港内遊覧船の運航等 

ウ 倉庫事業 

南公共埠頭倉庫等の管理運営 

エ 船舶代理店業 

船舶入出港時の曳船の手配等 

オ 受託事業等 

茨城県受託事業（鹿島港管理業務委託等） 

海上災害防止業務等 

② 収支計画  (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

営業収入 

営業外収入 

２，７９０，９３５ 

２５，３７９ 

曳船料、通船料、保管料等 

受取利息等 

経常収入計① ２，８１６，３１４  

営業費用 

営業外費用 

２，４２５，９２５ 

９，７５８ 

船費、人件費等 

支払利息等 

経常費用計② ２，４３５，６８３  

経常利益③（①－②） ３８０，６３１  

特別収益計④ ７３，８２３  

特別損失計⑤ ０  

税引前当期純利益⑥ 

（③＋④－⑤） 
４５４，４５４  

法人税等⑦ １６４，１２１ 法人税、住民税及び事業税 

当期純利益⑧（⑥－⑦） ２９０，３３３  

前期繰越損益⑨ ２，６４３，４１５  

積立金⑩ ４３０，０００ 船舶特別積立金等 

当期末未処分損益累計⑪ 

（⑧＋⑨－⑩） 
２，５０３，７４８  

③ 補助金等の受入予定  (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

出資金 ０  

補助金 ０  

委託金 １１８，４６５ 鹿島港管理業務委託等 

貸付金 ０  

損失補償限度額年度末残高 ０  
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令和４年第３回定例会土木企業立地推進委員会 

 

 

 

 

 

令和４年市町村要望及び対応状況等資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年９月１６日 

 

 

 

土 木 部 

 

 

資料４ 

1



説明 市町村 頁 第１順位要望 担当課 事務所
○ 水戸市 3 都市計画道路中大野中河内線の整備促進 道路建設課 水戸

日立市 6 一般国道２４５号（久慈大橋、日立港区北拡幅事業）の早期完成 道路建設課 高萩

土浦市 8 県道土浦港線（都市計画道路荒川沖木田余線）の整備促進 道路建設課 土浦

○ 古河市 10 一級河川女沼川の整備促進 河川課 境

○ 石岡市 12 県道飯岡石岡線バイパスの整備促進（幸町・田島下線含む） 道路建設課 土浦

結城市 14 一級河川田川改修の整備促進 河川課 筑西

龍ケ崎市 16 主要地方道美浦栄線バイパスの整備促進 道路建設課 竜ケ崎

下妻市 18 国道１２５号（下妻・八千代バイパス）の早期着工 道路建設課 常総

常総市 20 鬼怒川ふれあい道路（取手豊岡線バイパス）の整備促進 道路建設課 常総

○ 常陸太田市 22 国道２９３号常陸太田東バイパスの整備促進 道路建設課 常陸太田

○ 高萩市 24 ２市連絡幹線道路整備事業及び都市計画道路安良川赤浜線（３・５・９）整備事業の促進 道路建設課 高萩

北茨城市 26 一般県道高萩塙線（２市連絡幹線道路）の整備促進 道路建設課 高萩

笠間市 28 一般県道稲田友部線の整備促進(現道拡幅（歩道整備）・バイパス整備) 道路建設課・道路維持課 水戸

取手市 30 一級河川相野谷川改修事業の早期完成 河川課 竜ケ崎

牛久市 32 国道４０８号歩道狭小箇所の拡幅整備促進 道路維持課 竜ケ崎

つくば市 34 一般国道１２５号バイパスの整備促進 道路建設課 土浦

○ ひたちなか市 36 一級河川中丸川河川改修の促進 河川課 常陸大宮

鹿嶋市 38 主要地方道茨城鹿島線（都市計画道路宮中佐田線）の早期完成及び延伸計画の実現 道路建設課 潮来

潮来市 40 一級河川前川の景観・環境・水質浄化に配慮した河川改修の整備促進 河川課 潮来

○ 守谷市 42 都市軸道路（野田牛久線）利根川渡河部の整備促進、小貝川渡河部の早期完成 道路建設課 竜ケ崎

常陸大宮市 44 国道１２３号の整備及び那珂川大橋架替の促進 道路建設課 常陸大宮

那珂市 46 国道１１８号の４車線化事業の促進 道路建設課 常陸大宮

筑西市 48 主要地方道筑西つくば線バイパスの整備促進 道路建設課 筑西

坂東市 50 主要地方道結城坂東線（都市計画道路沓掛橋岩井線）バイパスの整備促進 道路建設課 境

稲敷市 52 国道１２５号バイパスの整備促進（桜川・東地区） 道路建設課 竜ケ崎

かすみがうら市 54 県道牛渡馬場山土浦線の歩道整備促進 道路維持課 土浦

桜川市 56 一般県道東山田岩瀬線整備事業促進 道路建設課 筑西

神栖市 58 県道深芝浜波崎線拡幅整備 道路建設課・道路維持課 潮来

行方市 60 主要地方道水戸神栖線の整備促進 道路建設課・道路維持課 鉾田

鉾田市 62 一般県道大竹鉾田線（バイパス）の整備促進 道路建設課 鉾田

○ つくばみらい市 64 主要地方道野田牛久線のバイパス整備 道路建設課 土浦

小美玉市 66 主要地方道玉里水戸線バイパスの整備促進 道路建設課 水戸

○ 茨城町 68 主要地方道大洗友部線（駒渡～小鶴）の整備促進 道路建設課 水戸

大洗町 70 都市計画道路「吉沼磯浜線」の早期事業化 道路建設課 水戸

城里町 72 国道１２３号バイパス(那珂川大橋架替事業含む)の整備促進 道路建設課 水戸

東海村 74 「国道２４５号久慈大橋」の４車線化に向けた整備促進 道路建設課 常陸大宮

大子町 76 一級河川久慈川の改修促進 河川課 大子

美浦村 78 国道１２５号バイパスの整備促進 道路建設課 竜ケ崎

阿見町 80 主要地方道土浦竜ヶ崎線バイパス（都市計画道路阿見・小池線）の整備促進 道路建設課 竜ケ崎

河内町 82 主要地方道取手東線生板バイパス整備促進 道路建設課 竜ケ崎

八千代町 84 国道１２５号（下妻・八千代バイパス）の早期着工 道路建設課 常総

五霞町 86 一般県道西関宿・栗橋線の歩道整備 道路維持課 境

境町 89 国道３５４号境岩井バイパス及び古河境バイパスの整備促進 道路建設課 境

利根町 91 一級河川新利根川河川改修の整備促進 河川課 竜ケ崎

※各市町村の要望書は令和4年6月１日時点のものです。

土 木 部

令和４年市町村要望 第１順位事項一覧

【要望の種類】
〇 道路の整備（３７市町村）

〇 河川・海岸の整備（７市町）
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 水戸市 

要望事項 都市計画道路中大野中河内線の整備促進 

現況 本路線は、水戸市、ひたちなか市及び那珂市を広域的に連絡する水戸勝田環状道

路の一部を構成しており、中心市街地の渋滞緩和や都市間の連携強化等に多大な効

果が期待される幹線道路であることから、県と水戸市が役割分担して整備を進めて

いる。 

対応状況 【概要】 

全体計画（県施工区間） 合計延長：8,550m 

H11 年度供用 「元吉田工区」    延長  930m 

H13 年度供用 「国道 118 号区間」  延長 2,500m(うち現道共用 1,000m) 

H21 年度供用 「千波工区」     延長  720m 

現在事業中 「酒門工区」        延長 1,600m(うち事業中 997m) 

未着手  「千波西工区」    延長 1,400m 

未着手   「西原工区」     延長 1,200m 

未着手  「大野工区(橋梁部)」 延長 200m 

【進捗状況】 

（酒門工区）延長：997m  事業費：40億円 

H22 年度   事業着手 

R2 まで 事業費：3,042 百万円（進捗率：76%） 

調査、測量、設計、用地取得、工事 

R3   事業費：230 百万円（進捗率：82%） 

工事 

R4   事業費：100 百万円（進捗率：84%） 

用地取得、工事 

今後の対

応・課題等 
【事業化区間（県）】 

・酒門工区  ―― 別添図面中② 

 国道 6号より西側区間の工事を進めるとともに、国道 6号より東側区間の用地取

得にも着手していく。 

【未着手区間（県）】 

・大野工区＜那珂川橋梁部＞  ―― 別添図面中① 

 水戸市側及びひたちなか市側の橋梁影響区間の進捗状況を踏まえ、整備時期を検

討していく。 

・千波西工区、西原工区  ―― 別添図面中⑤、⑥ 

 整備中である酒門工区の進捗状況を踏まえ、整備時期を検討していく。 
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都市計画道路 3・3・2号 中大野中河内線 （水戸市）

凡 例

供用区間

事業化区間

未着手区間
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 日立市 

要望事項 一般国道２４５号（久慈大橋、日立港区北拡幅事業）の早期完成 

現況 一般国道２４５号は、水戸市から日立市へ至る茨城県北部地域の沿岸部を南北に

縦断する緊急輸送道路であることから、大変重要な路線である。 

久慈大橋、日立港区北拡幅においては、個別補助を活用し、整備推進を図る。 

 

対応状況 【概要】 

【進捗状況】 

① 一般国道２４５号久慈大橋 

R2 まで 事業費 300 百万円（進捗率 3％） 

      路線測量、地質調査、橋梁詳細設計、道路詳細設計 

R3    事業費  100 百万円（進捗率 4％）用地取得 

R4      事業費   100 百万円（進捗率 5％）用地取得 

 

② 一般国道２４５号日立港区北拡幅 

R2 まで 事業費  2,480 百万円（進捗率 50％） 

測量設計、用地取得、擁壁工 

R3    事業費   297 百万円（進捗率 56％）用地取得、擁壁工 

R4      事業費   170 百万円（進捗率 59％）用地取得 

 

事 業 名 ①一般国道２４５号 
久慈大橋 

②一般国道２４５号 

日立港区北拡幅 

箇 所 名 東海村豊岡～日立市留町 日立市久慈町～水木町 

延長幅員 L=1,000m W=22m（4 車線） L=1,880m W=25m（4 車線） 

事業期間 R1 年度～ H27 年度～ 

事 業 費 約 100 億円 約 50 億円 

今後の対

応・課題等 

① 一般国道２４５号久慈大橋 

・延長約 1.0km について、令和元年度に新規補助事業化。 

・令和４年度は、用地取得に向けて現在、関係機関との協議を進めていく。 

 

② 一般国道２４５号日立港区北拡幅 

・延長約 1.9km について、平成 27 年度に新規事業化し、令和元年度に補助事業化。 

・令和４年度は、用地取得を進める。 
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W=25m L=370m 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 土浦市 

要望事項 県道土浦港線（都市計画道路荒川沖木田余線）の整備促進 

現況 都市計画道路荒川沖木田余線は、土浦市と阿見町、牛久市の JR 常磐線沿線の各

駅を中心とした市街地間を結ぶ都市軸道路であるとともに、国道 6号を補完する重

要な幹線道路であり、交通渋滞の緩和や地域住民の利便性の向上に効果が期待され

ることから、県と土浦市で役割分担をして事業を進めている。 

対応状況 【概要】 

都市計画道路 荒川沖木田余線 

・箇 所 名：土浦市川口地内 

・延長幅員：L=370m  W=25m（4車線） 

・事業期間：令和 3年度～ 

・事 業 費：17億円 

 

【進捗状況】 

R2 まで 調査、予備設計、測量 

R3   事業費：110 百万円（進捗率：6%） 

設計・測量 

R4   事業費：380 百万円（進捗率：29%） 

     用地取得 

今後の対

応・課題等 

・事業区間である土浦駅から北側区間 L=1,000m について、県と土浦市で一体的 

に整備を進める。 

・特に事業区間が土浦駅の周辺で既成市街地内であることから、地権者の理解を得

て、速やかに用地取得を進めることが重要となっている。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 河川課  

市町村 古河市 

要望事項 一級河川女沼川の整備促進 

現況 女沼川は、利根川合流部の釈水水門から古河市下辺見地先の国道３５４号下辺見橋

までの 5,500ｍ区間について、河川改修を進めている。 

 

対応状況 ・事業延長：5,500ｍ （平成３年度着手） 

・全体事業費：7,200 百万円 

・令和元年度末までに「釈水水門」から下流部約 900m 区間の整備が完了 

・令和２年５月には、国が新たに整備した「釈水水門」の完成にあわせて、河道を付け

替え、通水開始 

 

Ｒ２年度まで：工事、用地買収等 

        事業費 4,737 百万円 進捗率 65.7% 

Ｒ３年度  ：工事、用地買収等（Ｒ２補正） 

        事業費 468 百万円  進捗率 73.0% 

Ｒ４年度  ：工事、用地買収等（Ｒ３補正含む） 

        事業費 530 百万円  進捗率 79.7% 

 

（概略図） 

（概略図） 

 
今後の対

応・課題等 
・釈水水門から才塚橋区間の橋梁や伏越の改築を早期に完成させる。 

・才塚橋から下辺見橋区間については、下流側の進捗に合わせて整備を進めていく。 

 
 

才塚橋 

下辺見橋 

釈水水門 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 石岡市 

要望事項 一般県道飯岡石岡線バイパスの整備促進（幸町・田島下線含む）について 

現況 本路線は、石岡市中心部とかすみがうら市を結ぶ重要な生活道路となっている。

現道は、幅員が狭く、歩道も未整備のため、歩行者や自動車の安全で円滑な通行に

支障が生じている状況であることから、バイパス整備を実施している。 

また、本バイパスの一部区間は、国道６号千代田石岡バイパスへのアクセス道路

として都市計画決定されており、国道６号バイパス整備とともに、市街地の渋滞解

消を図る重要な環状道路となることから、本バイパスの整備により、地域住民の交

通安全確保と地域間の連絡強化が図られる。 

対応状況 【概要】 

一般県道 飯岡石岡線 

・箇 所 名：石岡市国府～中津川 

・延長幅員：L=2,300m W=15m（2車線） 

・事業期間：平成 18 年度～ 

・事 業 費：約 21 億円 

 

【進捗状況】 

R2 まで 事業費 1,133 百万円（進捗率 54％） 

     用地取得、排水整備工事、道路改良工事 

R3   事業費 183 百万円（進捗率 63％） 

     用地取得、道路改良工事 

R4   事業費 250 百万円（進捗率 75％） 

     道路改良工事 

 

今後の対

応・課題等 

・用地取得が完了したことから、道路改良工事を進めていく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 河川課  

市町村 結城市 

要望事項 一級河川田川改修の整備促進 

現況 田川は、鬼怒川合流部から結城市大谷瀬地先の県道結城二宮線福良橋までの 

4,500ｍ区間について、河川改修を進めている。 

 
対応状況 ・事業延長 ：4,500m （平成 29年度着手） 

・全体事業費：2,162 百万円 

 

Ｒ２年度まで：調査、設計等 

        事業費 210 百万円 進捗率 9.8% 

Ｒ３年度  ：設計、用地買収等（Ｒ２補正） 

        事業費 172 百万円  進捗率 17.7% 

Ｒ４年度  ：工事（Ｒ３補正含む） 

        事業費 500 百万円  進捗率 40.8% 

 
（概略図） 

 
 

今後の対

応・課題等 
・鬼怒川合流点から上流区間について、順次、用地取得及び改修工事を進めていく。 
 

 

鬼
怒
川 

R4 工事 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 龍ケ崎市 

要望事項 主要地方道美浦栄線バイパスの整備促進 

現況 本路線は、美浦村から龍ケ崎市を経由し、千葉県印旛郡栄町に至る幹線道路であ

る。現道は、幅員が狭く、歩道が整備されていない箇所も多く、歩行者や自動車の

安全で円滑な通行に支障が生じている状況であることから、バイパス整備を実施し

ている。 

本バイパスは、南北に縦貫し広域ネットワークを形成する重要な路線であり、つ

くばの里工業団地へのアクセス道路となるほか、竜ケ崎阿見線バイパスの計画とあ

わせて圏央道阿見東 IC へのアクセス道路となることから、本バイパスの整備によ

り、物流や交流の活性化が図られる。 

対応状況 【概要】 

主要地方道 美浦栄線 

 

【進捗状況】 

H18：L=1,700m 供用（若草大橋有料道路開通） 

H23：L=3,100m 供用（竜ケ崎潮来線～美浦栄線現道） 

H26：L=2,200m 供用（美浦栄線現道～取手東線） 

R2 ：L=500m 供用 （八千代庄兵衛新田線～竜ケ崎潮来線） 

 

① 南工区 

R3.3.26 全線約 7.5km を供用。 

② 北工区 

R2 まで 事業費 548 百万円（進捗率 6％） 

     測量、設計、地質調査 

R3    事業費 630 百万円（進捗率 13％） 

     用地取得 

R4    事業費 600 百万円 （進捗率 20％） 

     用地取得、橋梁下部工事 

箇 所 名 ①龍ケ崎市白羽～利根町加納新田

～千葉県栄町北（南工区） 

②牛久市島田町～龍ケ崎市白羽 

（北工区） 

延長幅員 L=7,500m、W=30m（暫定 2車線） L=3,400m、W=23m（4 車線） 

事業期間 平成 7年度～令和 2年度 令和元年度～ 

事 業 費 約 240 億円 約 90 億円 

今後の対

応・課題

等 

・整備中の北工区については、令和元年度から圏央道へのアクセス道路として竜

ケ崎阿見線バイパスと共に事業着手し、圏央道の 4車線化に合わせて整備を推

進していく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 下妻市 

要望事項 国道１２５号（下妻・八千代バイパス）の早期着工 

現況 国道１２５号は、県南・県西地域を東西に結び、物流や観光などの地域の産業や、

通勤通学など日常生活を支える重要な幹線道路である。下妻市内及び八千代町内の

市街地では交通量が多く、通勤時間帯をはじめ慢性的な渋滞が発生している状況で

あり、関連事業２箇所の改良事業と併せ、下妻・八千代バイパスの着手に向けた調

査を進めている。 

 

対応状況 【概要】 

一般国道１２５号下妻八千代バイパス 

・箇 所 名 ： 下妻市長塚 ～ 八千代町菅谷
すげのや

 

・延長幅員 ： L=5,500m W=26m（4 車線） 

・事業期間 ： 未着手 

【進捗状況】 

R2 まで  事業費 90 百万円（県単基礎調査、県単道工調等） 

      地形図作成、地質調査、中心線測量、予備設計 

※県西農林事務所と下妻市今泉地区 畑地帯総合整備事業との事業調整協議 

R3    事業費 44 百万円（県単道工調） 

      橋梁予備設計、交通量調査 

※県西農林事務所と下妻市今泉地区 畑地帯総合整備事業との事業調整協議 

R4    事業費  0 百万円（県単道工調） 

※県西農林事務所と下妻市今泉地区 畑地帯総合整備事業との事業調整協議 

 

今後の対

応・課題等 

・本バイパスは、鬼怒川を渡河する橋梁の整備など事業費が多額となり、整備期

間も長期にわたることが想定されることから、当面の渋滞対策として、現道の貝

谷交差点及び砂沼公園入口交差点の改良事業を実施した。 

・貝谷交差点については令和元年 9月、砂沼公園入口交差点は令和３年３月にそれ

ぞれ整備が完了したところであり、引き続き、本バイパスの着手に向けて、関係機

関との協議調整を進める。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 常総市 

要望事項 鬼怒川ふれあい道路（取手豊岡線バイパス）の整備促進 

現況  市内を南北に流れる主要河川に挟まれる常総市においては、東西方向の広域道

路網やそれに接続する国県道網が慢性的に混雑していることから、渋滞対策・安

全性向上を目的としたバイパス整備を計画している。 

また、本路線沿線には複数の工業団地（坂手、内守谷など）が点在しており、

交通網の強化による物流の効率化が求められている。 

当該箇所の整備により、円滑な走行性が確保されることで、渋滞緩和による地

域の安全性の向上、及び各工業団地へのアクセス性向上により、県西地域の物流

の効率化が図られる。 

対応状況 【概要】 

主要地方道 取手豊岡線 

・箇 所 名：常総市坂手町～豊岡町 

・延長幅員：L=1,500m W=25m（暫定 2車線） 

・事業期間：平成 8年度～ 

・事 業 費：約 33 億円 

 

【進捗状況】 

R2 まで 事業費 2,584 百万円（進捗率 78％） 

     橋梁下部工事、地盤改良工事、函渠設置工事、軟弱地盤解析業務 

R3   事業費 199 百万円（進捗率 84％） 

     橋梁上部工事、道路改良工事 

R4   事業費 400 百万円（進捗率 96％) 

     用地取得、道路改良工事 

今後の対

応・課題等 

・整備効果の早期発現を図るため、暫定 2 車線で整備を進めていく。 

・未買収用地の早期取得を進めるとともに、用地が取得できた区間から道路改良

工事を進めていく。 

・なお、国道 354 号バイパスから高崎坂東線までのルート未決定区間の整備主体

や整備手法などについては、引き続き常総市と協議していく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 常陸太田市 

要望事項 国道２９３号常陸太田東バイパスの整備促進 

現況 本路線は、常陸太田市街地の交通混雑緩和による円滑な交通の確保を目的とした

２車線バイパス事業である。また、緊急輸送道路に指定されていることから早期に

整備を行う必要がある。 

対応状況 【概要】 

一般国道２９３号常陸太田東バイパス 

・箇 所 名 ： 常陸太田市大森町 ～ 増井町 

・延長幅員 ： L=8,990m W=15～18m（2 車線） 

・事業期間 ： 平成 5年度 ～ 

・事 業 費 ： 約 214 億円 

 

【進捗状況】 

H16：常陸太田工業団地～はたそめ団地間 1,860m 供用 

H27：国道 293 号現道～常陸太田工業団地間 2,940m 供用 

R2 ：国道 349 号西側 380m 供用 

R3 ：瑞龍町～増井町間 440m 供用 

 

R2 まで 事業費 15,140 百万円（進捗率 71％） 

     橋梁工・道路改良舗装工・用地取得・道路設計・測量調査・函渠工 

R3    事業費     60 百万円（進捗率 72％） 

     道路改良舗装工 

R4    事業費   134 百万円（進捗率 72％） 

     用地取得・道路改良舗装工 

 

今後の対

応・課題等 

・これまでに、常陸太田市大森町の国道２９３号現道からはたそめ団地までの約

4.8km と国道３４９号より西側 0.8km を供用しており、現在は、国道３４９号より

西側の供用済区間から増井町までの約 1.3km の整備を進めている。 

・令和４年度は、残る用地の取得を進めるとともに、改良舗装工を実施していく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 高萩市 

要望事項 
２市連絡幹線道路整備事業及び都市計画道路安良川赤浜線（3・5・9）整備事業の

促進 

現況 一般県道高萩塙線は、高萩市と北茨城市を結ぶ 2市連絡幹線道路として、南北広

域幹線道路の渋滞緩和及び津波避難道路や都市基盤の整備に重要な路線として位

置付けられている。 

また国道 461 号から南側についても、慢性的な国道 6 号の渋滞緩和や津波被害

時の代替道路形成を目的として、都市計画道路安良川赤浜線が整備されている。 

対応状況 【概要】 

【進捗状況】 

① 一般県道高萩塙線 

R2 まで 事業費 4,622 百万円（進捗率 76％）  

        橋梁下部工、道路改良舗装工事 

R3   事業費  390 百万円（進捗率 82％） 

                道路改良舗装工事 

R4      事業費   500 百万円（進捗率 91％） 

              道路改良舗装工事 

② 安良川赤浜線 

R2 まで  事業費：205 百万円（進捗率：11%） 

設計、測量、地質調査 

R3        事業費：134 百万円（進捗率：19%） 

      用地取得 

R4    事業費：150 百万円（進捗率：27%） 

用地取得、工事 

地 区 名 
①一般県道高萩塙線 
〈2市連絡幹線道路〉 

②都市計画道路 安良川赤浜線 

箇所名 高萩市下手綱～北茨城市中郷町 高萩市安良川 

区分 道路事業 街路事業 

延長幅員 L=3,650m W=13m（2 車線） L=864m W=16m（2 車線） 

事業期間 H22～ H30～ 

事 業 費 約 60 億円 約 18 億円 

今後の対

応・課題等 

【2市連絡幹線道路（一般県道高萩塙線）】 

・道路改良舗装工事を進め、早期の工事完成に努める。 

 

【都市計画道路 安良川赤浜線】 

・引き続き用地取得を進めていくほか、令和４年度から用地がまとまって取得でき

た箇所について、順次工事に着手していく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 北茨城市 

要望事項 一般県道高萩塙線（２市連絡幹線道路）の整備促進 

現況 一般県道高萩塙線は、高萩市と北茨城市を結ぶ 2市連絡幹線道路として、南北広

域幹線道路の渋滞緩和及び津波避難道路や都市基盤の整備に重要な路線として位

置付けられている。 

このため、高萩市内の県道高萩インター線から北茨城市内の県道里見南中郷停車場

線までの延長約 3.7 キロメートル区間について、国の復興予算や社会資本整備総合交

付金を活用して、重点的に整備を進めている。 

対応状況 【概要】 

一般県道高萩塙線 

・箇 所 名：高萩市下手綱～北茨城市中郷町 

・延長幅員：L=3,650m W=13m（2車線） 

・事業期間：平成 22 年度～ 

・事 業 費：約 60億円 

 

【進捗状況】 

H28：L=660m 供用 

H29：L=80m 供用 

R2 まで 事業費 4,622 百万円（進捗率 76％）  

        橋梁下部工、道路改良舗装工事 

R3   事業費 390 百万円（進捗率 82％） 

                 道路改良舗装工事 

R4      事業費  500 百万円（進捗率 91％） 

              道路改良舗装工事 

今後の対

応・課題等 

・道路改良舗装工事を進め、早期の工事完成に努める。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課・道路維持課   

市町村 笠間市 

要望事項 一般県道稲田友部線の整備促進（現道拡幅（歩道整備）・バイパス整備） 

現況 一般県道稲田友部線は、国道 355 号（笠間市平町）と国道 50 号（笠間市稲田）

を結ぶ幹線道路である。 

このうち本戸地区内の現道の一部では、幅員が大変狭小で線形も屈曲しているこ

とから、円滑な走行や歩行者の安全確保を目的に、バイパス整備を進めている。 

 また、上加賀田地区においては、笠間パーキングスマートインターチェンジの整

備に伴い交通量の増加が見込まれている。 

対応状況 【概要】 

一般県道 稲田友部線 

・箇 所 名：笠間市本戸地内 

・延長幅員：2,315ｍ W=8～11ｍ（２車線） 

・事業期間：平成 10 年度～ 

・事 業 費：約 12 億円 

 

【進捗状況】 

H25 まで L=1,616ｍ供用 

 

R2 まで 事業費 744 百万円（進捗率 63％） 

     測量・設計、用地取得、工事  

R3    事業費 25 百万円（進捗率 65％） 

     用地取得、工事 

R4    事業費 －百万円（進捗率 65％） 

     用地取得 

今後の対

応・課題等 

・引き続き用地取得や工事を進め、早期の完成に努める。 

・歩道整備については、通学路交通安全プログラムへ位置付けた内容を踏まえ、

関係機関と協議しながら対応を検討する。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 河川課  

市町村 取手市 

要望事項 一級河川相野谷川改修事業の早期完成 

現況 相野谷川は、利根川合流部の相野谷川排水機場から取手市寺田地先の県道常総取手

線八丁橋下流までの 5,375ｍ区間について、河川改修を進めている。 

 
対応状況 ・事業延長 ：5,375m （昭和 54年度着手） 

・全体事業費：12,304 百万円 

・平成 21年度までに利根川合流部から JR 常磐線までの約 2.2km 区間の整備が完了 

・ＪＲ常磐線橋梁の改築は、平成 28 年 6 月に完成 

・令和元年度より国道６号橋梁改築について補助事業化（大規模特定河川事業） 

 

Ｒ２年度まで：工事、用地買収等 事業費 10,518 百万円 進捗率 85.4% 

Ｒ３年度  ：工事、補償等（Ｒ２補正含む） 事業費 622 百万円 進捗率 90.5% 

Ｒ４年度  ：工事、補償等（Ｒ３補正含む）  事業費 510 百万円 進捗率 94.7% 

 
（概略図） 

 
今後の対

応・課題等 
・国道６号橋梁の改築について、道路管理者（国土交通省）と協議・調整を図りなが

ら、早期の完成に向けて整備を進めていく。 

 
 

整備済

Ｒ３年度実施

未整備

R4 工事 

R4 年度実施 
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市町村要望に関する対応状況 

 

担当課 道路維持課  

市町村 牛久市 

要望事項 国道４０８号歩道狭小箇所の拡幅整備促進 

現況 本路線は、千葉県成田市を起点に、茨城県南東部を横断し、つくば市へ通じる幹

線道路である。牛久市岡見町地内では、通学路に指定されているが、近隣学校の通

学時間においても多数の大型車両が往来しており、歩道が狭いため、通学児童と車

両との事故の恐れがある。 

対応状況 全体計画 延長幅員：L=400m、L=2.5m（歩行スペースあり W=0.5～1.8m） 

     事業期間：平成 28 年度～ 

     事業費 ：300 百万円 

 

     R2 まで 事業費 61 百万円（進捗率 20％） 

          路線測量、設計、用地測量、工事 

     R3    事業費 16 百万円（進捗率 26％） 

          工事 

     R4    事業費 20 百万円（進捗率 33％） 

          用地補償 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の対

応・課題等 

引き続き、事業進捗を図っていく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 つくば市 

要望事項 一般国道１２５号バイパスの整備促進 

現況  本路線は、重要物流道路圏央道の代替路・災害時拠点である（株）田島屋筑波倉庫

への補完路である。当該箇所の整備により、現道の渋滞箇所である内町下交差点、

田中差点の交通混雑緩和及び安全で円滑な交通の確保が図られ、災害時における代

替路としての活用が図られるため、早期に整備を行う必要がある。 

対応状況 【概要】 

【進捗状況】 

① 一般国道１２５号つくばバイパス 

H15：下妻区間 L=600m 供用 

H22：南北方向 L=1,360m 供用 

H26：L=1,440m 供用  

R1 ：東西方向 L=2,000m 供用 

R2 まで 事業費 10,086 百万円（進捗率 90％） 

      道路改良舗装工、交差点改良舗装工、道路舗装工、交通安全施設工 

R3  事業費    480 百万円（進捗率 94％）道路改良舗装工 

R4  事業費    100 百万円（進捗率 95％）  用地取得、道路改良舗装工 

②一般国道１２５号つくば東バイパス 

R2  事業費       68 百万円（進捗率 2％）地質調査、測量、道路詳細設計 

R3  事業費       69 百万円（進捗率 4％）橋梁詳細設計 

R4  事業費       70 百万円（進捗率 5％）地質調査、用地測量、用地取得 

事 業 名 ①一般国道１２５号 

つくばバイパス 

②一般国道１２５号 

つくば東バイパス 

箇 所 名 つくば市田中～寺具 つくば市池田～小和田 

延長幅員 L=5,920m （つくば市区間） 

W=25m 

L=1,100m 

W=25m（暫定２車線） 

事業期間 H2 年度～ R2 年度～ 

事 業 費 約 112 億円 約 40 億円 

今後の対

応・課題等 
① 一般国道１２５号つくばバイパス 

・南北方向の田中交差点から池田南交差点までの約 1.4km 区間と、東西方向のバイ

パス区間の約 4.0km 区間が供用した。 

・令和４年度は、大型補償案件があることから、引き続き市の協力を得ながら現道

拡幅区間の用地取得に努めるとともに改良舗装工事を進める。 

②一般国道１２５号つくば東バイパス 

・令和２年度補正新規事業化。測量、道路詳細設計を実施。 

・令和４年度は、軟弱地盤解析、用地測量、用地取得を進める。  
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 河川課  

市町村 ひたちなか市 

要望事項 一級河川中丸川改修の促進 

現況 中丸川は、那珂川合流部からひたちなか市東石川地先の昭和通りまでの 6,400ｍ区

間について、河川改修と多目的調節池の整備を進めている。また、支川の本郷川は、合

流部から 1,200ｍ区間について河川改修を進めている。 

 
対応状況 ・事業延長 ：7,600ｍ（中丸川 6,400ｍ＋本郷川 1,200ｍ） （昭和 55 年度着手） 

・全体事業費：11,200 百万円 

・令和２年度末までに下流から道栄橋下流までの 3,800ｍ区間（本郷川 200ｍを含む）

が完了 

・多目的調節池事業については、令和元年度より補助事業化（大規模特定河川事業） 

・ひたちなか市内の浸水被害を軽減するため、下水道事業と連携し令和元年９月に

「100mm/h 安心プラン」を策定。これに伴い、道栄橋から大川合流点までの区間につ

いて、令和２年度より補助事業化（事業間連携河川事業） 

 

Ｒ２年度まで：工事、用地買収等     事業費 7,623 百万円 進捗率 68.1% 

Ｒ３年度  ：工事、用地買収等（Ｒ２補正含む）事業費 655 百万円  進捗率 73.9% 

Ｒ４年度  ：工事、用地買収等（Ｒ3補正含む）事業費 770 百万円  進捗率 79.9% 

 

（概略図） 

 

今後の対

応・課題等 
・調節池の整備及び道栄橋から大川合流点区間（600m）の河道改修について、早期の完

成に向けて整備を進めていく 
  

整備済

Ｒ３年度実施

未整備

R4 工事 

R4 工事 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 鹿嶋市 

要望事項 
主要地方道茨城鹿島線（都市計画道路宮中佐田線）の整備促進及び新設県道の整備

促進 

現況  本路線は、鹿嶋市を南北に縦断する幹線道路で、鹿島港外港地区における物流機能

の充実、交通渋滞の緩和、災害時の緊急輸送道路の役割など、多大な効果が期待され

ることから、整備が求められている。 

対応状況 【概要】 

【進捗状況】 

① 、②（都）宮中佐田線 

R2 まで      事業費：13,342 百万円（進捗率：100%） 

宮中工区：令和 2年 9月 17 日に全線 4車線供用 

佐田工区：用地取得、埋蔵文化財調査、工事 

R3          事業費：0百万円（進捗率：100%） 

           佐田工区：工事 

R4        事業費：0百万円（進捗率：100%） 

         佐田工区：道路改良舗装工事、埋蔵文化財調査 

         ※R2 年度予算にて実施 

④茨城鹿島線  

R2 まで    事業費：532 百万円（進捗率 82％） 

        須賀工区：用地測量、道路詳細設計、流末測量設計、 

用地取得、道路排水整備工事、道路改良舗装工事 

R3       事業費  ：35 百万円（進捗率 87％） 

        須賀工区：道路改良舗装工事 

R4       事業費  ：0百万円（進捗率 87％） 

        須賀工区：用地交渉 

地 区 名 ①宮中工区 ②佐田工区 ③ ④須賀工区 ⑤ 

区分 街路事業 道路事業 

延  長 1,412ｍ 543m 1,810ｍ 480ｍ 830ｍ 

幅  員 
（車線） 

22ｍ（4 車線） - 16ｍ（2 車線） - 

事業期間 H4～R2 H29～ - H23～ - 

事 業 費 約 110 億円 約 24 億円 - 約 6.5 億円 - 

今後の対

応・課題等 

① 宮中工区：全線４車線供用済み。  

② 佐田工区：残る工事を進め、早期の供用を目指す。 

③ 延伸検討区間：周辺の交通状況を勘案しながら、関係機関と調整を図り早期着

手に向けて調査を進めていく。 

④ 須賀工区：引き続き残る用地の交渉を進める。 

⑤ 改良検討区間：優先順位を勘案しつつ、早期着手を検討していく。  
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 河川課  

市町村 潮来市 

要望事項 一級河川前川の景観・環境・水質浄化に配慮した河川改修の整備促進 

現況 前川は、常陸利根川合流部から潮来市大洲地先の大洲閘門までの 3,120ｍ区間につ

いて、河川改修を進めている。 

 
対応状況 ・事業延長 ：3,120ｍ （平成元年度着手） 

・全体事業費：2,671 百万円 

・平成 16年 3 月に｢前川ふるさとの川整備事業｣の認定を受け、景観・環境や舟からの

視点に配慮した護岸等の整備（鋼矢板前面への丸太設置、管理用通路の土系舗装）を

進めてきた。 

・国（霞ヶ浦河川事務所）により、河口部に内水排除ポンプ施設が整備された。 

（H22.4.25 竣工式） 

・中流部の流下能力不足区間（約 800ｍ）については、潮来市との調整により二列河川

を現川拡幅計画に見直し、平成 23年度に「前川かわまちづくり計画」を策定 

 

Ｒ２年度まで：工事、用地買収等     事業費 1,304 百万円 進捗率 48.8% 

Ｒ３年度  ：工事、用地買収等（Ｒ２補正）事業費 144 百万円  進捗率 54.2% 

Ｒ４年度  ：工事      （Ｒ３補正）事業費 138 百万円  進捗率 59.4% 

 

（概略図） 

 

 

今後の対

応・課題等 
・あやめ橋から前川橋までの 2,000m 区間において，「前川かわまちづくり計画」に基

づき，景観・環境・水質浄化に配慮した護岸整備を進めていく。 

・特に、出島橋から上米橋まで区間（800ｍ）について、優先的に整備を進めていく。 
  

整備済

Ｒ３年度実施

未整備

R4 工事 
R4 年度実施 

大洲閘門 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 守谷市 

要望事項 都市軸道路（野田牛久線）利根川渡河部の整備促進、小貝川渡河部の早期完成 

現況  都市軸道路（野田牛久線）は、埼玉県、千葉県及び茨城県のつくばエクスプレス

沿線地域の骨格軸を形成する広域幹線道路である。特に都市軸道路の利根川渡河部

の整備は、常磐自動車道や国道 6 号などの慢性的な渋滞の緩和や首都圏の物流の

効率化が期待されることから、早期の整備が求められている。 

対応状況 ◯都市軸道路（主要地方道 野田牛久線） 

・箇 所 名：守谷市大柏～つくばみらい市東楢戸 

・延長幅員：L=9.9km   W=30～40m（4 車線） 

・事業期間：平成 7年度～ 

・事 業 費：約 922 億円 

・H25 年度までに 8.4km 供用（2車線） 

 

（利根川渡河部） 

・R1 年度～    利根川渡河部の基礎調査実施 

 

（小貝川渡河部）         

・R2 年度まで  事業費：39,500 百万円（進捗率：43％） 

測量・設計、用地取得、橋梁工事、道路改良工事 

・R3 年度    事業費：1,190 百万円（進捗率：44%） 

         橋梁工事、道路改良工事 

・R4 年度    事業費：581 百万円（進捗率：45%） 

         橋梁工事、道路改良工事 

 

 

 

今後の対

応・課題等 

・小貝川渡河部を優先的に整備するとともに、引き続き県道常総取手線までの 4 車線

化を進めていく。 

・令和４年度は、小貝川渡河部の橋梁工事を実施する。 

・利根川渡河部については、補助調査費を活用し、千葉県と基礎調査を進めていく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 常陸大宮市 

要望事項 国道１２３号の整備及び那珂川大橋架替の促進 

現況 本路線は、緊急輸送道路にも指定されており、通常時だけでなく緊急時にも地域

の輸送等を支える道路である。 

 当該箇所の整備により、那珂川大橋の幅員狭小が解消されるとともに、災害時に

おける代替路としての活用が図られるため、早期に整備を行う必要がある。 

対応状況 【概要】 

【進捗状況】 

①一般国道１２３号御前山バイパス 

R2    事業費  10 百万円（進捗率 1％） 

    地質調査、設計 

R3     事業費  40 百万円（進捗率 1％） 

    用地測量 

R4     事業費  10 百万円（進捗率 2％） 

    用地取得 

 

②一般国道１２３号那珂川大橋 

R2    事業費 120 百万円（進捗率 2％） 

      地質調査、設計 

R3    事業費 187 百万円（進捗率 5％） 

      設計、用地測量 

R4      事業費  196 百万円（進捗率 8％） 

    物件調査、用地取得 

 

事 業 名 ①一般国道１２３号 

御前山バイパス 

②一般国道１２３号 

那珂川大橋 

箇 所 名 常陸大宮市野口 常陸大宮市野口～城里町御前山 

延長幅員 L=700m W=12m（2 車線） L=800m W=12m（2 車線） 

事業期間 R2 年度～ R2 年度～ 

事 業 費 約 35 億円 約 65 億円 

今後の対

応・課題等 

① 一般国道１２３号御前山バイパス 

・令和４年度は、用地取得を進める。 

② 一般国道１２３号那珂川大橋 

・令和４年度は、物件調査、用地取得を進める。 

・那珂川大橋の架け替えについて、常陸河川国道事務所と協議中。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 那珂市 

要望事項 国道１１８号の４車線化事業の促進 

現況 本路線の整備により、那珂市内の交通混雑の緩和が図られるとともに、緊急輸送道

路に指定していることから、災害時における代替路としての活用が図られるため、早

期に整備を行う必要がある。 

 

 

対応状況 【概要】 

一般国道１１８号那珂大宮バイパス 

・箇 所 名 ： 那珂市飯田 ～ 常陸大宮市下村田 

・延長幅員 ： L=8,300m W=28m（4 車線） 

・事業期間 ： 平成 8年度 ～ 

・事 業 費 ： 約 226 億円 

 

【進捗状況】 

H23：常陸大宮市下村田地内の延長 1,600m を 4車線で供用 

R2 ：那珂市瓜連地内から常陸大宮市下村田地内までの 1,600m を 4 車線で供用 

R2 まで 事業費  13,915 百万円（進捗率 62％） 

      用地取得、改良舗装工、橋梁上下部工 

R3     事業費     240 百万円（進捗率 63％） 

      用地取得、改良舗装工 

R4    事業費     200 百万円（進捗率 64％） 

      測量設計、用地取得 

 

今後の対

応・課題等 

・全体計画 8.3km のうち、平成 23年 9 月までに北側の約 1.6km を 4 車線供用。 

・これに続く南側、玉川橋から(都)平野・杉本線までの約 3.1km 区間を優先的に整

備しており、令和 3年 3月には北側の約 1.6km を 4 車線で供用した。 

・県道日立笠間線交差点から(都)平野・杉本線交差点までの約 1.5km 区間について

は、用地取得が完了しており、道路改良舗装工事などを進め、令和 4 年度中に 4

車線での供用を目指す。 

・(都)平野・杉本線交差点から（都）菅谷飯田線までの約 3.6km 区間については、 

測量設計を進める。 

 

47



48



市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 筑西市 

要望事項 主要地方道筑西つくば線バイパスの整備促進について 

現況 本路線は、つくばエクスプレスの開業により、新たな都市発展を見込むつくば市

地域と筑西地域を結ぶ重要な路線である。筑西市村田から中根地内においては、現

道の沿道に人家が連担し、幅員が狭く、歩道がなく、歩行者や自動車の安全で円滑

な通行に支障が生じている状況であることから、バイパス整備を実施している。 

本バイパスは、つくば明野北部工業団地へのアクセス道路となり、本バイパスの

整備により、物流や交流の活性化が図られる。 

対応状況 【概要】 

主要地方道 筑西つくば線 

・箇 所 名：筑西市村田～中根 

・延長幅員：L=6,960m W=27m（暫定 2車線） 

・事業期間：平成 7年度～ 

・事 業 費：約 89 億円 

 

【進捗状況】 

H19：L=600m 供用（工業団地進入路～市道田宿猫島線） 

H21：L=500m 供用（工業団地進入路～つくば真岡線） 

H25：L=600m 供用（市道田宿猫島線～下妻真壁線） 

H29：L=2,180m 供用（下妻真壁線～筑西つくば線現道） 

 

R2 まで 事業費 4,139 百万円（進捗率 47％） 

     測量、設計、用地取得、道路改良舗装工事 

R3   事業費 305 百万円（進捗率 50％） 

     用地取得 

R4   事業費 300 百万円（進捗率 53％） 

     用地取得、道路改良工事 

 

                                         

今後の対

応・課題等 

・つくば真岡線から北側の区間については、平成 29 年度から着手しており、筑西

市の協力を得ながら、引き続き用地取得を進め、用地が取得できた区間から工事

に着手していく。 

・なお、本バイパスの南側への延伸については、現在整備中のバイパス整備を最優

先に進めるが、ルート検討や整備手法などについて、筑西市、つくば市と協議を

していく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 坂東市 

要望事項 主要地方道結城坂東線（都市計画道路沓掛橋岩井線）バイパスの整備促進 

現況 本路線は、結城市から坂東市に至る地域を南北に結ぶ、延長約３８ｋｍの主要な

幹線道路である。 

 また、首都圏中央連絡自動車道の坂東ＩＣへのアクセス道路である。圏央道の４

車線化の整備により交通量の増加が見込まれることから、当該箇所の整備により交

通の円滑化を図る。 

対応状況 【概要】 

主要地方道結城坂東線 

・箇 所 名：坂東市沓掛～岩井 

・延長幅員：L=3,000m W=16m(2 車線) 

・事業期間：平成 18 年度～ 

・事 業 費：約 34 億円 

 

【進捗状況】 

H27 年度：L=380m 供用 

H28 年度：L=740m 供用 

H30 年度：L=1,880ｍ補助事業化 

 

R2 まで 事業費 1,810 百万円（進捗率 54%） 

           用地取得、道路改良工事、地質調査、軟弱地盤解析業務 

R3      事業費   590 百万円(進捗率 71%） 

用地取得、河川護岸工事、橋梁上部工事、道路改良舗装工事 

R4    事業費  192 百万円（進捗率 77%） 

道路改良舗装工事 

 

今後の対

応・課題等 

・圏央道４車線化の整備進捗を見ながら整備を推進していく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 稲敷市 

要望事項 国道１２５号バイパスの整備促進（桜川・東地区） 

現況 本路線の整備により、線形不良区間の迂回を図り、交通混雑の緩和及び安全で円滑

な交通が確保されるとともに、緊急輸送道路に指定していることから、災害時におけ

る代替路としての活用が図られるため、早期に整備を行う必要がある。 

対応状況 【概要】 

 

【進捗状況】 

①一般国道１２５号 桜川バイパス 

R2 まで 事業費   2,619 百万円 （進捗率 71％） 

     測量、設計、地質調査、用地取得、地盤改良工事、道路改良工事 

R3      事業費     418 百万円 （進捗率 82％） 

     用地取得、道路改良工事、埋蔵文化財発掘調査 

R4    事業費     341 百万円 （進捗率 91％） 

     用地取得、道路改良工事 

 

事 業 名 ①一般国道１２５号 

桜川バイパス 

②一般国道１２５号 

（仮称）東バイパス 

箇 所 名 稲敷市阿波～稲敷市神宮寺 稲敷市伊佐部～稲敷市阿波 

延長幅員 L=2,400m W=23m（4 車線） － 

事業期間 H16 年度～ 未着手 

事 業 費 約 37 億円 － 

今後の対

応・課題等 

① 一般国道１２５号 桜川バイパス 

・残る用地の取得に努めるとともに、まとまった用地が確保された箇所の工事を

進め、早期の供用を目指す。 

・令和４年度は、用地取得及び道路改良工事を進める。 

② 一般国道１２５号 （仮称）東バイパス 

・桜川バイパスの事業進捗や、交通量の推移を見ながら検討していく。 
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市町村要望に関する対応状況 

 

担当課 道路維持課  

市町村 かすみがうら市 

要望事項 県道牛渡馬場山土浦線の歩道整備促進 

現況 本路線は、かすみがうら市から土浦市を結ぶ幹線道路である。当該箇所は、市立

霞ヶ浦南小学校の通学路として利用されているが、歩道がないため通学児童及び自

転車が車道にはみ出して通行しており大変危険な状況にある。 

対応状況 全体計画    延長幅員：L=1,000m、L=2.5m 

        事業期間：令和 2年度～ 

        事業費 ：300 百万円 

        進捗率 ：13％（R3 末時点） 

       

（交付金工区（優先区間）） 延長幅員：L=400m、L=2.5m 

事業期間：令和 2年度～ 

        事業費 ：100 百万円 

        進捗率 ：38％（R3 末時点） 

 

        R2 まで 事業費 22 百万円（進捗率 22％） 

             路線測量、設計、用地補償 

        R3    事業費 16 百万円（進捗率 38％） 

             用地補償 

        R4    事業費 17 百万円（進捗率 55％） 

 

（個別補助工区）延長幅員：L=600m、L=2.5m 

事業期間：令和 4年度～ 

        事業費 ：200 百万円 

        進捗率 ：0％（R3 末時点） 

        

        R4    事業費 18 百万円（進捗率 9％） 

              路線測量、設計 

 

 

 

 

 

今後の対

応・課題等 

引き続き、事業進捗を図っていく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 桜川市 

要望事項 一般県道東山田岩瀬線整備事業促進 

現況 一般県道東山田岩瀬線は、桜川市大国玉～筑西市宮後経て国道 50 号に至る生活

道路であるとともに、谷貝小の通学路にもなっており、幅員も狭く、歩道もないこ

とから、現道拡幅工事やバイパス工事を進めている。 

対応状況 【概要】 

一般県道東山田岩瀬線 

・箇 所 名：桜川市大国玉～筑西市宮後 

・延長幅員：L=8,280m W=12m(2 車線) 

・事業期間：平成 7年度～ 

・事 業 費：約 55 億円 

 

【進捗状況】 

・供用延長：R2まで L＝5,480m 

1 工区 ： 2,540m（筑西市宮後地内）  L=2,540m 供用  

2 工区 ： 2,680m（桜川市下谷貝地内） L=1,040m 供用 

3 工区 ： 3,060m（桜川市上谷貝地内） L=1,900m 供用 

 

R2 まで  事業費  3,899 百万円（進捗率 71％） 

      用地取得、道路改良舗装工事 

R3     事業費   105 百万円（進捗率 73％） 

      地質調査、道路改良舗装工事 

R4     事業費  80 百万円（進捗率 75％） 

      用地取得、道路改良舗装工事 

今後の対

応・課題等 

・1工区については、H29.3 に全線供用済み。  

・2、3 工区については、用地取得を推進するとともに、用地のまとまった区間か

ら順次工事を実施していく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課・道路維持課  

市町村 神栖市 

要望事項 県道深芝浜波崎線拡幅整備 

現況 一般県道深芝浜波崎線は、神栖市を南北に縦貫し、国道１２４号を補完する道

路であり、鹿島臨海工業地帯へのアクセス機能の充実、朝夕の交通混雑の緩和、

通学児童の安全確保など、地域経済活動に多大な効果が期待されることから整備

が求められている。 

対応状況 【概要】 

【進捗状況】 

≪道路建設課≫ 

① 事業中区間（西松下交差点から市道 2158 号線まで） 

R2：L=1,560m 供用 

R2 まで 事業費 1,265 百万円（進捗率 79％） 

     道路改良舗装工事、用地取得  

R3    事業費 0 百万円（進捗率 79％） 

R4    事業費 17 百万円（進捗率 81％） 

      用地取得 

②未整備区間（市道 2158 号線から東舎利交差点まで） 

R1 まで 事業費 46 百万円 

測量設計、用地取得、補償調査， 

道路改良工事（神栖市波崎（舎利）狭小区間） 

③未整備区間（東舎利交差点から県道波崎港線との交差点まで） 

H25：歩道整備のみ完了 

H25 まで事業費 1,093 百万円 

     測量・設計、用地取得、歩道整備工事、交差点改良工事 

各事業概要 ① 【西松下交差点～ 

市道 2158 号線】 

② 【市道 2158 号線～ 

東舎利交差点】 

【東舎利交差点～県道波崎港線と 

の交差点（波崎消防署付近含

む）】
計画延長 2,360m 3,900m 2,890m 

計画幅員 W=14m（2 車線） W=14m（2 車線） - 

事業期間 H18～ H27～ ～H25（歩道のみ） 

事業費 約 16 億 検討中 約 11 億（歩道のみ） 

今後の対

応・課題等 

① 事業中区間 

・県単予算で用地取得を行っていく。 

・約８割が公図混乱地域であることから、神栖市の協力を得ながら、速やかに公図確

定ができるよう鋭意取り組んでいく。 

②未整備区間 

・①工区の整備を優先とし、交通状況を勘案しながら検討していく。 

③未整備（歩道整備済み）区間【波崎消防署付近】 

・①、②工区の整備を優先とし、交通状況を勘案しながら検討していく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課・道路維持課  

市町村 行方市 

要望事項 主要地方道水戸神栖線の整備促進 

現況 主要地方道水戸神栖線は、水戸市から神栖市を結ぶ、南北方向の幹線道路であ

り、災害時における国道 355 号の代替路としての活用が図られる路線である。 

 当該路線の整備により、歩道のない区間が解消され、安全で円滑な交通の確保が

図られるため、早期に整備を行う必要がある。 

対応状況 【概要】 

 

【進捗状況】 

①、④、⑤地区については、事業が完了している。 

②手賀地内 

R2 まで  事業費 126 百万円（進捗率 19％）   

      詳細設計、用地測量、物件調査、用地取得 

R3     事業費 16 百万円（進捗率 22％） 

      用地取得 

R4      事業費 75 百万円（進捗率 33％）   

      用地取得 

③玉造甲～井上藤井地内 

R2 まで  事業費 581 百万円（進捗率 27％） 

      路線測量、地質調査、詳細設計、用地測量、用地取得、工事 

R3        事業費 20 百万円（進捗率 28％） 

      流末測量設計 

R4     事業費 46 百万円（進捗率 30％） 

      流末用地測量 

地 区 名 ①芹沢 

（ 上山 交差 点）  

②手賀 ③玉造甲

～井上藤井 

④井貝 ⑤小高 

延  長 440ｍ 2,100m 3,340ｍ 350ｍ 1,460ｍ 

幅  員 

（車線） 

12.5ｍ 

（2 車線） 

15m 

（2 車線） 

15ｍ 

（2 車線） 

10.5ｍ 

（2 車線） 

15ｍ 

（2 車線） 

事業期間 H17～H28 H29～ H8～ H19～H26 H16～H25 

事 業 費 約 3.7 億円 約 6.5 億円 約 22 億円 約 1.3 億円 約 7.7 億円 

今後の対

応・課題等 

②手賀地区 

・引き続き、スクールバス停留所付近の約 740m 区間を優先的に進めることとし、 
用地取得を実施する。   

③玉造甲～井上藤井地区 

・井上藤井交差点を含む優先区間約 860m 区間の工事が R4.3 に完了。 

・引き続き手賀地内と井上藤井工区の事業を進めていく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 鉾田市 

要望事項 一般県道大竹鉾田線（バイパス）の整備促進 

現況 一般県道大竹鉾田線は、鉾田市臨海部の国道５１号から鉾田市の中心部を結ぶ地

域の幹線道路である。 

 しかしながら、現道は幅員が 5.0m と狭く、歩道もないため、大型車の通行や、

付近にある鉾田南小学校の通学児童にとっても交通安全上危険な箇所となってい

ることから、バイパス整備を実施している。 

対応状況 【概要】 

①一般県道 大竹鉾田線 

・箇 所 名：鉾田市烟田 

・延長幅員：L=2,850m W=12～15m（2 車線） 

・事業期間：平成 15 年度～ 

・事 業 費：約 9.8 億円 

②一般県道 大竹鉾田線（先線） 

 ・箇 所 名：鉾田市白塚 

・全体延長：L=1,820m 

・事業期間：R1～ 

・事 業 費：未定 

 

【進捗状況】 

①一般県道 大竹鉾田線 

R1 まで   事業費  982 百万円（進捗率 100％） 

用地取得、工事 

R2    L=2,850m 供用 

 

②一般県道 大竹鉾田線（先線） 

R2 まで  事業費  88 百万円 

道路概略設計、交通量推計、路線測量、道路予備設計 

R3         事業費 1百万円 

       法面保護工、道路詳細設計、橋梁予備設計、地質調査 

R4         事業費 30 百万円 

       橋梁詳細設計 

今後の対

応・課題等 

① ：令和 2年 9月に供用 

② ：橋梁詳細設計を実施し、事業の推進を図る。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 つくばみらい市 

要望事項 主要地方道野田牛久線のバイパス整備 

現況 野田牛久線バイパスは、つくばエクスプレスみらい平駅から板橋不動尊東側を通

過し、取手つくば線に接続する延長 2.3km の幹線道路である。近年、みらい平地区

の人口増加により周辺地区の交通量が増大していることから、板橋小学校付近の道

路の朝夕の渋滞がさらに激しくなっており、通学児童・生徒の安全確保のため整備

を進めている。 

対応状況 【概要】 

主要地方道野田牛久線 

・箇 所 名：つくばみらい市小張 

・延長幅員：L=2,300ｍ W=30～14ｍ（2車線） 

・事業期間：平成 5年度～ 

・事 業 費：約 72 億円 

 

【進捗状況】 

H19：板橋地区～南太田地区までの 740m 区間を供用 

R2 ：陽光台地区～小張地区までの 700m 区間を供用 

 

R2 年度まで  事業費：6,580 百万円（進捗率：91%） 

測量・設計、用地取得、工事 

R3 年度    事業費：  190 百万円（進捗率：94%） 

測量・設計、用地取得、工事 

R4 年度    事業費：  100 百万円（進捗率：95%） 

用地取得、工事 

 

 

 

 

今後の対

応・課題等 

・残る用地の取得と工事を進め、早期の供用を目指す。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 小美玉市 

要望事項 主要地方道玉里水戸線バイパスの整備促進 

現況 本路線は、小美玉市の国道 355 号から水戸市の国道 50 号に至る幹線道路である。

小美玉市先後から堅倉地内においては、現道の幅員が狭く、屈曲し、歩道がないな

ど、歩行者や自動車の安全で円滑な通行に支障が生じている状況であることから、

バイパス整備を実施している。 

対応状況 【概要】 

主要地方道玉里水戸線 

・箇 所 名：小美玉市先後～堅倉 

・延長幅員：L=2,220m W=15m（2車線） 

・事業期間：平成 6年度～ 

・事 業 費：約 16 億円 

 

【進捗状況】 

R2 まで 事業費 372 百万円（進捗率 23%） 

     測量、設計 

R3   事業費 190 百万円（進捗率 35%） 

     補償調査、用地取得 

R4   事業費 130 百万円（進捗率 43%） 

     用地取得 

 

今後の対

応・課題等 

・引き続き、用地取得を進める。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 茨城町 

要望事項 主要地方道大洗友部線（駒渡～小鶴）の整備促進について 

現況  本路線は、大洗町から国道 6号を経由して、笠間市に至る県央部の東西方向の 

幹線道路である。現道は、未改良部分が多く、幅員が狭小で、大型車のすれ違いが

困難であるなど、幹線道路としての機能を十分に発揮していない状況であることか

ら、バイパス整備を実施している。 

 また、本バイパス沿線には、茨城中央工業団地（H12 分譲開始）が事業中であり、

本バイパスの整備により、茨城町西 IC、国道 6 号への連絡強化が図られ、企業立

地の促進に寄与することが期待される。 

 

対応状況 【概要】 

主要地方道 大洗友部線 

・箇 所 名：茨城町小鶴～笠間市仁古田 

・延長幅員：L=6,850m W=27.0m（4 車線） 

・事業期間：平成 7年度～ 

・事 業 費：約 95億円 

 

【進捗状況】 

H12：L=1,720m 供用 

H15：L=1,140m 供用 

H22：L=  860m 供用 

R2 ：L=  400m 供用 

R2 まで 事業費 7,544 百万円（進捗率 79％） 

     測量、設計、用地取得、道路改良工 

R3   事業費 1,040 百万円（進捗率 90％） 

     用地取得、道路改良工 

R4   事業費 850 百万円（進捗率 99％） 

     用地取得、道路改良舗装工 

今後の対

応・課題等 

・引き続き、用地取得、道路改良工事を進める。 

・茨城中央工業団地から茨城町運動公園までの約 900m 区間については、部分供用

を目指し、早期整備を図る。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 大洗町 

要望事項 都市計画道路「吉沼磯浜線」の早期事業化 

現況 都市計画道路 吉沼磯浜線 

・箇 所 名 ： 水戸市～大洗町 

・延長幅員 ： L=1,700m  W=16m 

       ※未着手 

対応状況 H26～R4    大洗町から要望（未着手） 

今後の対

応・課題等 

・整備主体や手法等について、市町と協議しながら検討していく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 城里町 

要望事項 国道１２３号バイパス(那珂川大橋架替事業含む)の整備促進 

現況 本路線は、緊急輸送道路にも指定されており、通常時だけでなく緊急時にも地域

の輸送等を支える道路である。 

 那珂川大橋架替事業は、那珂川大橋の幅員狭小が解消されるとともに、災害時に

代替路としての活用が図られる。また、桂常北バイパスは、手這坂の冬季交通困難

の解消や城里市街地の交通混雑の緩和など、円滑な交通の確保が図られる。 

対応状況 【概要】 

【進捗状況】 

①一般国道１２３号那珂川大橋 

R2   事業費    120 百万円（進捗率 2％）地質調査、設計 

R3   事業費    187 百万円（進捗率 5％）設計、用地測量 

R4     事業費    196 百万円（進捗率 8％）物件調査、用地取得 

 

②一般国道１２３号桂常北バイパス 

H26：L=820m 供用 

H27：L=680m 供用 

R2 ：L=500m 供用 

R2 まで 事業費   4,441 百万円（進捗率 74％） 

調査、設計、用地取得、改良舗装工、橋梁工（城里高架橋） 

R3    事業費     40 百万円（進捗率 75％）用地取得 

R4    事業費      0 百万円（進捗率 75％）用地交渉 

 

事 業 名 ①一般国道１２３号 
那珂川大橋 

②一般国道１２３号 

桂常北バイパス 

箇 所 名 常陸大宮市野口～城里町御前山 城里町粟～城里町石塚 

延長幅員 L=800m W=12m（2車線） L=3,300m W=28m（暫定 2車線） 

事業期間 R2 年度～ H12 年度～ 

事 業 費 約 65億円 約 60 億円 

今後の対

応・課題等 

① 一般国道１２３号那珂川大橋 

・令和４年度は、物件調査、用地取得を進める。 

・那珂川大橋の架け替えについて、常陸河川国道事務所と協議中。 

② 一般国道１２３号桂常北バイパス 

・城里町市街地の交通支障箇所である、手這坂及びクランク型交差点を迂回するバ

イパス区間の 2.0km 区間が供用した。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 東海村 

要望事項 国道２４５号久慈大橋の４車線化早期完成に向けた整備促進 

現況 一般国道２４５号は、水戸市から日立市へ至る茨城県北部地域の沿岸部を南北に

縦断する緊急輸送道路であることから、津波等の災害時には地域の復興道路として

大変重要な路線である。 

久慈大橋は、個別補助を活用し、整備推進を図る。 

 

 

対応状況 【概要】 

一般国道２４５号久慈大橋 

・箇 所 名 ： 東海村豊岡 ～ 日立市留町 

・延長幅員 ： L=1,000m W=22m（4 車線） 

・事業期間 ： 令和元年度 ～ 

・事 業 費 ： 約 100 億円 

 

【進捗状況】 

R2 まで 事業費  300 百万円（進捗率 3％） 

      路線測量、地質調査、橋梁詳細設計、道路詳細設計 

R3     事業費  100 百万円（進捗率 4％）用地測量 

R4       事業費   100 百万円（進捗率 5％）用地取得 

 

今後の対

応・課題等 

・延長約 1.0km について、令和元年度に新規補助事業化。 

・令和４年度は、用地取得を進める。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 河川課  

市町村 大子町 

要望事項 一級河川久慈川の改修促進 

現況 久慈川は、大子町池田地先の市道池田橋から同川山地先の国道１１８号川山橋まで

の 2,500ｍ区間について、河川改修を進めている。 

 
対応状況 ・事業延長 ：2,500ｍ （平成 27年度着手） 

・全体事業費：2,920 百万円 

・国においては，久慈川緊急治水対策プロジェクトとして、令和６年度までに交付金事

業区間の上下流部の整備を行う計画である 

 

Ｒ２年度まで：工事、用地買収等      事業費 1,300 百万円 進捗率 44.5% 

Ｒ３年度  ：工事、用地買収等（Ｒ２補正） 事業費 400 百万円  進捗率 58.2% 

Ｒ４年度  ：工事、測量等（Ｒ３補正含む）  事業費 536 百万円  進捗率 76.6% 

 

（概略図） 

 

今後の対

応・課題等 
・池田橋から上流区間について、順次、用地取得及び改修を進めていく。 
 
  

整備済

Ｒ３年度実施

未整備

R4 工事、測量等 

R4 年度実施 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 美浦村 

要望事項 国道１２５号バイパスの整備促進 

現況 一般国道１２５号大谷BPは、災害時にも地域の輸送等を支える道路である。 

 当該箇所の整備により、線形不良区間の迂回を図り、交通混雑の緩和及び安全で

円滑な交通が確保されるとともに、緊急輸送道路に指定していることから、災害時

における代替路としての活用が図られるため、早期に整備を行う必要がある。 

 

対応状況 【概要】 

一般国道１２５号大谷バイパス 

・箇 所 名 ： 稲敷市佐倉 ～ 美浦村大谷 

・延長幅員 ： L=2,600m W=25m（暫定２車線整備） 

・事業期間 ： 平成 7年度 ～ 

・事 業 費 ： 約 71 億円 

 

【進捗状況】 

H28：L=380m 供用 

H30：L=580m 供用 

R2 まで 事業費 6,286 百万円 （進捗率 88％） 

      測量、設計、用地取得、埋蔵文化財調査、道路改良舗装工、 

橋梁下部・上部工 

R3     事業費  150 百万円 （進捗率 91％） 

      道路改良舗装工 

R4     事業費  165 百万円 （進捗率 93％） 

      道路改良舗装工 

 

今後の対

応・課題等 

・平成 29年 3 月に、村役場東交差点から東側の 0.38km を供用。 

・平成 30年 12 月に、これに続く東側からトレーニングセンター入口の村道までの

0.58km を供用。 

・令和４年度は、残る区間 1.64km のうち、（主）江戸崎新利根線より西側の道路改

良舗装工事を実施し、早期供用開始を目指す。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 阿見町 

要望事項 主要地方道土浦竜ヶ崎線バイパス（都市計画道路阿見・小池線）の整備促進 

現況 本路線は、土浦市と龍ヶ崎市を結ぶ地域の幹線道路であり、暫定２車線で開通

した首都圏中央連絡自動車道の牛久阿見ＩＣへのアクセス道路でもある。 

圏央道の４車線化の整備により交通量の増加が見込まれることから、当該箇所の

整備により交通の円滑化を図る。 

対応状況 【概要】 

主要地方道土浦竜ケ崎線 

・箇 所 名：阿見町実穀～牛久市結束町 

・延長幅員：L=5,350m W=30～25m（4 車線） 

・事業期間：平成 8年度～ 

・事 業 費：約 109 億円 

 

【進捗状況】 

H18：牛久阿見 IC～現道間 L=400m 

国道 408 号～現道交差 L=1,420m 供用（完成４車線） 

H20：牛久市道 7号線～国道 408 号までの L=910m を供用（暫定２車線） 

H21：現道～牛久市道 7号線までの L=930m を供用（暫定２車線） 

H30：土浦稲敷線～国道 408 号までの L=3,930m を補助事業化 

R2 ：国道 408 号～現道までの L=1,840m を供用（完成４車線） 

 

R2 まで 事業費  8,142 百万円 （進捗率 75％） 

      用地取得、伐採工事、測量、設計、 

埋蔵文化財発掘調査、道路改良舗装工事 

R3   事業費   630 百万円 （進捗率 81％） 

        用地取得、設計、道路改良舗装工事 

R4    事業費   400 百万円 （進捗率 84％） 

        用地取得、測量、設計、道路改良舗装工事 

 

今後の対

応・課題等 

・圏央道４車線化の整備進捗を見ながら整備を推進していく。 

・土浦稲敷線バイパスから圏央道牛久阿見 IC までの L=約 1.2km 区間について重点

的に整備を進める。 

・国道 125 号から土浦稲敷線までの未着手区間については，事業中区間の進捗状況

をふまえ検討していく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 河内町 

要望事項 主要地方道取手東線生板バイパス整備促進 

現況 主要地方道取手東線は、河内町を東西に横断する幹線道路だが、生板地区の現道

は幅員が非常に狭く屈曲しており、人家連担であることからバイパス整備を実施し

ている。 

対応状況 【概要】 

・主要地方道取手東線 

・箇 所 名：河内町生板 

・延長幅員：L=2,300ｍ W=10m（2 車線） 

・事業期間：平成 8年度～ 

・事 業 費：約 25 億円 

 

【進捗状況】 

H23：美浦栄線現道との交差点部 L=280m を供用 

 

R2 まで  事業費 1,790 百万円 （進捗率 73％） 

       用地取得，舗装工，地盤改良工，仮設道路撤去工 

R3    事業費  297 百万円 （進捗率 85％） 

       地盤改良工 

R4    事業費  280 百万円 （進捗率 96％） 

       地盤改良工，道路改良舗装工 

今後の対

応・課題等 

地盤改良が完了した所から改良舗装工事を進めるとともに、全線供用に向けて早

井沼（L=100m）の地盤改良を行っていく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 八千代町 

要望事項 国道１２５号（下妻・八千代バイパス）の早期着工 

現況  国道１２５号は、県南・県西地域を東西に結び、物流や観光などの地域の産業や、

通勤通学など日常生活を支える重要な幹線道路である。下妻市内及び八千代町内の

市街地では交通量が多く、通勤時間帯をはじめ慢性的な渋滞が発生している状況で

あり、関連事業２箇所の改良事業と併せ、下妻・八千代バイパスの着手に向けた調

査を進めている。 

 

対応状況 【概要】 

一般国道１２５号下妻八千代バイパス 

・箇 所 名 ： 下妻市長塚 ～ 八千代町菅谷
すげのや

 

・延長幅員 ： L=5,500m W=26m（4 車線） 

・事業期間 ： 未着手 

【進捗状況】 

R2 まで  事業費 90 百万円（県単基礎調査、県単道工調等） 

      地形図作成、地質調査、中心線測量、予備設計 

※県西農林事務所と下妻市今泉地区 畑地帯総合整備事業との事業調整協議 

R3    事業費 44 百万円（県単道工調） 

      橋梁予備設計、交通量調査 

※県西農林事務所と下妻市今泉地区 畑地帯総合整備事業との事業調整協議 

R4    事業費  0 百万円（県単道工調） 

※県西農林事務所と下妻市今泉地区 畑地帯総合整備事業との事業調整協議 

 

今後の対

応・課題等 

・本バイパスは、鬼怒川を渡河する橋梁の整備など事業費が多額となり、整備期

間も長期にわたることが想定されることから、当面の渋滞対策として、現道の貝

谷交差点及び砂沼公園入口交差点の改良事業を実施した。 

・貝谷交差点については令和元年 9月、砂沼公園入口交差点は令和３年３月にそれ

ぞれ整備が完了したところであり、引き続き、本バイパスの着手に向けて、関係機

関との協議調整を進める。 
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市町村要望に関する対応状況 

 

担当課 道路維持課  

市町村 五霞町 

要望事項 県道西関宿栗橋線の歩道整備 

現況 本路線は、埼玉県幸手市西関宿を起点に、埼玉県久喜市栗橋の国道４号に至る一

般県道で、新４号国道が交差しているところから大型車の流入も多い路線である。

当該箇所は、通学路に指定されているが、歩道がなく、通学児童と車両との事故の

恐れがある。 

対応状況 全体計画 延長幅員：L=320m W=2.5m 

     事業期間：平成 29 年度～ 

     事業費 ：120 百万円 

     進捗率 ：50％（令和３年度末時点） 

 

     R2 まで 事業費 43 百万円（進捗率 36％） 

          権利者調査、測量設計、用地測量、用地補償 

     R3    事業費 17 百万円（進捗率 50％） 

          用地補償、工事 

     R4    事業費 15 百万円（進捗率 63％） 

          用地補償、工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の対

応・課題等 

引き続き、事業進捗を図っていく。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 道路建設課  

市町村 境町 

要望事項 国道３５４号境岩井バイパス及び古河境バイパスの整備促進 

現況 境岩井バイパスは、現在整備中の圏央道境古河ＩＣに接続し、物流の効率化や交通

混雑の緩和に資する道路である。古河境バイパスは、現在整備中の茨城西部・宇都

宮広域連絡道路（新４号国道）の（仮称）高野ＩＣに接続し、北利根工業団地と圏

央道を結ぶ道路である。古河・境地域においては、新４号国道や圏央道の整備に合

わせ開発が進んでおり、今後も更に工場の立地及び交通需要が見込まれることか

ら、バイパスの整備により、物流の効率化や交通の分散による渋滞の緩和を早期に

発現させる必要がある。 

対応状況 【概要】 

【進捗状況】 

①一般国道３５４号 境岩井バイパス 

H26：L=940m 供用 

R2 ：L=800m 供用 

R2 まで  事業費 7,885 百万円（進捗率 71％） 

     路線測量、道路詳細設計、用地測量、用地取得、道路改良舗装工事 

R3    事業費  821 百万円（進捗率 79％）   用地取得、道路改良舗装工事 

R4    事業費  520 百万円（進捗率 83%）    道路改良舗装工事 

②一般国道３５４号 古河境バイパス 

R2 まで 事業費 572 百万円（進捗率 8％） 

     道路詳細設計、橋梁詳細設計、用地測量、地質調査 

R3    事業費  127 百万円（進捗率 10％） 

      用地測量、橋梁詳細設計、函渠詳細設計、用地取得 

R4    事業費 350 百万円（進捗率 15％）   

用地取得、道路改良工事 

事 業 名 ①一般国道３５４号 

境岩井バイパス 

②一般国道３５４号 

古河境バイパス 

箇 所 名 境町猿山～坂東市生子 古河市高野 ～ 境町猿山 

延長幅員 L=6,300m W=25m（4 車線） 

（暫定２車線整備） 

L=3,200m W=25m（4 車線） 

（暫定２車線整備） 

事業期間 H13 年度～ H30 年度～ 

事 業 費 約 110 億円 約 70 億円 

今後の対

応・課題等 

①一般国道３５４号 境岩井バイパス 

・これまでに県道結城野田線から町道までの約 1.7km を供用済み。 

・令和４年度は、残る区間の道路改良舗装工事を進める。 

②一般国道３５４号 古河境バイパス 

・令和４年度は、用地取得、道路改良工事を行う。 
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市町村要望に関する対応状況 
 

担当課 河川課  

市町村 利根町 

要望事項 一級河川新利根川河川改修の整備促進 

現況 新利根川は、霞ヶ浦河口から河内町砂場地先の県道美浦栄線万才橋までの 23,000ｍ

区間の河川改修と、県道立崎羽根野線水門橋から市道学校橋まで 4,000ｍ区間の調節

池整備を進めている。 

 
対応状況 ・事業延長 ：27,000ｍ （昭和 56 年度着手） 

・全体事業費：13,442 百万円（うち調節池部 2,400 百万円） 

・平成５年度から利根町の市街化に対処するため調節池(4.0km)の整備に着手 

・令和２年度末までに、下流部（L=23km）は流下能力の 70～80%を確保。上流部につい

ては調節池 1 池整備完了、２池暫定整備完了 

 

Ｒ２年度まで：工事、用地買収等  事業費 3,625 百万円 進捗率 27.0% 

Ｒ３年度  ：調査、設計等（Ｒ2補正） 事業費 49百万円 進捗率 27.3% 

Ｒ４年度  ：設計（Ｒ3 補正）    事業費 10 百万円 進捗率 2748% 

（概略図） 

 

今後の対

応・課題等 
・調節池１池と２池を繋ぐ河道について、複数の家屋移転の用地補償等を進めるとと

もに、早期の治水効果を発現するため、暫定的な河道整備を進めていく。 

  

Ｒ３ 設計

整備済

Ｒ３年度実施

未整備

R4 設計 

R4 年度実施 
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